
〈
円
成
寺
陵
〉
の
歴
史
的
位
置
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律
令
山
陵
制
度
の
転
換

黒

ヨヨ

亮

太

【
要
約
】
　
山
陵
と
は
天
皇
の
墳
墓
で
あ
り
、
そ
の
主
体
は
遺
体
（
遺
骨
）
に
他
な
ら
な
い
。
平
安
時
代
後
期
に
は
、
遺
骨
は
山
陵
か
ら
寺
院
へ
と
安
置
す

る
場
所
を
変
え
る
が
、
こ
の
こ
と
は
山
陵
が
終
焉
し
、
新
た
に
「
寺
の
陵
」
が
成
立
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
山
陵
に
変
わ
る
新
し

い
天
皇
陵
の
ス
タ
イ
ル
を
〈
寺
陵
〉
と
呼
称
す
る
こ
と
に
し
た
が
、
か
か
る
変
化
の
画
期
は
、
一
条
天
皇
の
〈
円
成
寺
陵
〉
の
成
立
に
求
め
ら
れ
る
。
山

陵
が
陵
戸
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
〈
寺
陵
〉
に
お
い
て
は
寺
院
が
こ
れ
を
行
う
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
山
陵
使
の
陵
前
儀
式
に
最

も
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
律
令
山
陵
制
度
は
大
き
な
転
換
点
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
＝
世
紀
初
頭
に
生
ず
る
こ
の
変
化
は
、
律
令

国
家
の
転
回
と
も
対
応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
六
巻
二
号
　
二
〇
　
三
年
三
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
平
安
時
代
に
お
け
る
律
令
国
家
の
変
容
を
論
じ
よ
う
と
す
る
研
究
に
は
、
い
く
つ
か
の
流
れ
の
も
と
に
、
多
く
の
蓄
積
が
あ
る
こ
と
は
、
改

め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
の
中
で
、
案
外
見
落
と
さ
れ
て
き
た
視
点
も
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
山
陵
制
度
で
あ

る
。
本
稿
は
、
山
陵
制
度
の
転
換
を
見
つ
め
る
こ
と
を
通
し
て
、
律
令
国
家
の
変
容
を
捉
え
る
、
一
つ
の
試
み
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
平
安
時
代
の
山
陵
研
究
に
も
、
多
く
の
蓄
積
が
あ
る
。
例
え
ば
山
陵
の
所
在
や
山
陵
使
発
遣
対
象
山
陵
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
、
政
治
史
の
考
察
と
し
て
重
要
な
視
点
を
提
示
し
た
。
あ
る
い
は
横
様
の
考
察
が
、
イ
エ
や
家
族
を
考
え
る
た
め
の
方
法
と
な
り
、
さ
ら
に
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④

は
、
都
城
の
問
題
と
も
密
接
に
か
か
わ
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
平
安
時
代
に
お
け
る
山
陵
制
度
の
変
化
を
捉
え
る
方
法
は
主

に
、
山
陵
祭
祀
研
究
と
、
『
延
喜
式
』
陵
墓
歴
名
の
研
究
の
二
つ
が
担
っ
て
き
た
と
言
え
る
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
山
陵
祭
祀
は
、
薄
墨
四
七
制
度
や
荷
前
制
度
の
成
立
を
は
じ
め
多
く
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
近
年
に
お
い
て
も
活
発
な

議
論
が
展
開
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
祭
祀
の
対
象
と
な
る
陵
墓
の
変
化
に
注
目
し
て
、
そ
の
時
々
に
ど
の
よ
う
な
背
景
で
、
ど
の

陵
墓
が
重
視
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
、
あ
る
い
は
こ
う
し
た
こ
と
が
皇
統
意
識
と
結
び
付
け
て
述
べ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

ま
た
『
延
喜
式
礼
陵
墓
歴
名
の
研
究
は
、
陵
墓
歴
名
を
注
意
深
く
観
察
す
る
こ
と
で
そ
の
成
立
過
程
を
捉
え
、
陵
墓
悪
名
記
載
対
象
の
拡
大
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

程
と
そ
の
論
理
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
ま
で
、
平
安
横
代
の
山
陵
制
度
の
変
化
は
、
こ
う
し
た
研
究
の
成
果
を
基
盤
に
し
て
語
ら
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
山
陵
祭
祀
の
対
象
は
天
皇
個
人
と
の
関
係
に
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
天
皇
が
変
わ

れ
ば
必
然
的
に
生
じ
る
変
化
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
大
局
的
に
見
れ
ば
、
対
象
者
と
天
皇
と
の
関
係
に
は
時
代
ご
と
に
あ
る
程
度
の

傾
向
を
見
て
と
れ
る
が
、
対
象
山
陵
の
変
化
は
時
々
の
山
陵
政
策
の
分
析
、
す
な
わ
ち
政
治
史
的
考
察
で
あ
っ
て
、
山
陵
制
度
の
転
換
を
捉
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

る
視
角
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
っ
た
と
思
う
。
ま
た
『
延
喜
式
』
陵
墓
内
名
を
素
材
と
し
た
も
の
で
は
、
お
の
ず
か
ら
そ
の
考
察
の
範
囲
が

『
延
喜
式
』
以
前
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
律
令
山
陵
制
度
の
転
換
を
捉
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
範
囲
に
終
始
せ
ず
、
ひ
ろ
く
中
世
ま

で
見
通
す
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
山
陵
制
度
の
転
換
を
捉
え
る
上
で
、
そ
の
方
法
に
問
題
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
ら
ず
に
山
陵
制
度
の
変
化
を
捉
え
る
試
み
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
際
、
次
の
三
つ
の
研
究
に
注
目
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ひ
と
つ
は
西
山
良
平
「
〈
陵
寺
〉
の
誕
生
」
で
あ
る
。
西
山
は
深
草
山
陵
に
嘉
祥
寺
が
建
て
ら
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
山
陵
に
「
国
家
の

〈
陵
寺
〉
」
が
誕
生
す
る
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
。
〈
陵
寺
〉
成
立
史
の
検
討
と
い
う
方
法
は
、
特
定
の
山
陵
や
個
人
に
限
定
さ
れ
な
い
普
遍
性

を
持
ち
う
る
。
ま
た
吉
江
崇
「
荷
前
別
潮
影
の
成
立
」
は
荷
前
別
貢
幣
の
儀
式
の
検
討
か
ら
公
卿
が
主
催
者
（
天
皇
）
側
の
立
場
で
奉
仕
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

様
子
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
成
立
を
弘
仁
初
年
に
求
め
た
が
、
そ
の
成
立
の
背
景
に
は
次
侍
従
制
度
、
公
卿
制
度
の
確
立
が
あ
っ
た
と
す
る
。
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こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
荷
前
別
貢
幣
を
「
家
的
行
事
」
と
し
て
把
握
し
得
た
こ
と
で
、
吉
江
は
そ
の
成
立
を
、
律
令
天
皇
鯛
が
中
世
へ
と
展
開

す
る
一
断
面
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
成
功
し
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
村
井
康
彦
「
平
安
時
代
の
天
皇
陵
」
は
紙
幅
の
都
合
も
あ
っ
て
十
分
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

論
じ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
陵
の
平
安
時
代
に
お
け
る
展
開
を
、
史
料
に
即
し
て
展
望
し
た
数
少
な
い
論
考
で
あ
り
、
本
稿
に
と
っ
て
の
道

標
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
本
稿
は
こ
う
し
た
研
究
に
導
か
れ
つ
つ
、
律
令
山
陵
制
度
の
転
換
点
を
正
確
に
捉
え
、
そ
の
意
義
を
考
え
た
い
と
思
う
。
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①
佐
藤
泰
弘
『
日
本
中
世
の
黎
明
』
（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
）

②
例
え
ば
、
吉
川
真
司
「
後
佐
保
山
陵
」
窺
照
日
本
紀
研
究
㎞
三
三
～
、
二
〇
〇

　
一
年
）
、
北
康
宏
「
「
後
佐
保
山
陵
」
の
再
検
討
」
（
魍
子
日
本
紀
研
究
㎞
三
七
六
、

　
二
〇
〇
八
年
）
、
西
本
昌
弘
門
後
佐
保
山
還
流
轡
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
三
八
二
、

　
二
〇
〇
九
年
）
の
後
佐
保
山
陵
を
め
ぐ
る
論
考
は
記
憶
に
新
し
い
。

③
服
藤
早
菌
『
家
成
立
史
の
研
究
』
（
校
倉
書
房
、
一
九
九
一
年
）
な
ど
。

④
　
和
田
葦
「
東
ア
ジ
ア
の
古
代
都
城
と
窪
地
」
（
例
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀
・
信

　
仰
上
㎞
塙
書
房
、
　
九
九
五
年
、
初
出
一
九
七
六
年
）
、
山
田
邦
和
「
平
安
京
の

　
近
郊
」
（
古
代
学
協
会
・
古
代
学
研
究
所
編
曲
平
安
京
提
要
㎞
角
川
誉
店
、
一
九

　
九
四
年
）
、
橋
本
義
則
「
日
本
古
代
の
宮
盛
と
葬
地
扁
（
同
感
『
東
ア
ジ
ア
都
城
の

　
比
較
研
究
㎞
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
＝
年
）
な
ど
。

⑤
鎌
田
正
憲
「
十
陵
四
面
の
廃
置
扁
（
『
国
学
院
雑
誌
』
二
八
－
六
、
一
九
二
二

　
年
）
、
同
「
腰
髄
奉
幣
制
度
の
研
究
」
（
隅
国
学
院
雑
誌
㎞
二
九
一
～
・
二
、
一
九

　
二
三
年
）
、
田
中
久
夫
門
陵
墓
祭
祀
の
風
習
」
（
噸
祖
先
祭
祀
の
研
究
㎞
弘
文
堂
、

　
一
九
七
八
年
、
初
霞
一
九
六
九
年
）
、
田
中
聡
「
「
陵
墓
」
に
み
る
「
天
皇
」
の
形

　
成
と
変
質
」
（
日
本
史
研
究
会
・
京
都
民
権
歴
史
部
会
編
「
陵
墓
」
か
ら
み
た
日

　
本
史
』
青
木
書
店
、
　
一
九
九
五
年
）
、
北
康
宏
「
律
令
陵
墓
国
造
の
研
究
」
（
『
史

　
学
雑
誌
㎞
　
一
〇
八
1
一
一
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
。

⑥
　
和
田
軍
一
「
諸
陵
式
に
関
す
る
二
三
の
考
察
」
（
欄
歴
史
地
理
㎞
五
二
－
一
・

　
三
・
四
、
一
九
二
八
年
）
、
同
「
諸
陵
寮
式
の
研
究
」
（
『
歴
史
地
理
』
五
一
　
丁

　
二
・
三
・
四
、
一
九
二
九
年
）
、
新
井
喜
久
夫
「
古
代
陵
墓
制
雑
考
」
（
咽
日
本
歴

　
史
』
一
三
二
、
一
九
六
六
年
）
、
新
野
直
吉
「
陵
戸
論
」
（
『
日
本
歴
史
h
三
九
三
、

　
～
九
八
一
年
）
、
北
康
宏
「
律
令
国
家
陵
墓
制
度
の
基
礎
的
研
究
」
（
欄
史
林
』
七

　
九
一
四
、
一
九
九
六
年
）
な
ど
。

⑦
山
陵
祭
祀
研
究
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
田
中
前
掲
註
⑤
も
指
摘
し
て
い
る
。

⑧
西
山
良
平
「
〈
陵
寺
〉
の
誕
生
」
（
大
山
喬
平
教
授
退
窟
記
念
会
編
『
日
本
国
家

　
の
史
的
特
質
』
古
代
・
中
世
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
七
年
）

⑨
吉
江
崇
「
荷
前
別
貢
幣
の
成
立
」
（
門
史
林
』
八
四
－
一
、
二
〇
〇
一
年
）

⑩
村
井
康
彦
「
平
安
時
代
の
天
皇
陵
」
（
隅
季
刊
考
古
学
㎞
五
八
、
一
九
九
七
年
）
。

　
尚
、
他
に
平
安
時
代
の
山
陵
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
田
中
前
掲
註
⑤
論
文
、

　
和
田
藁
「
日
本
古
代
・
中
世
の
陵
墓
」
（
森
浩
～
編
『
天
皇
陵
古
墳
』
大
巧
社
、

　
一
九
九
六
年
）
、
山
田
邦
和
「
平
安
時
代
天
皇
陵
研
究
の
展
望
」
（
『
日
本
史
研
究
幅

　
五
二
一
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
、
田
中
・
和
田
の
考
察
は
も
つ

　
ば
ら
古
代
に
主
眼
が
あ
っ
て
中
世
へ
の
転
換
は
具
体
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

　
ま
た
由
田
の
論
考
は
史
料
操
作
、
史
料
解
釈
な
ど
に
お
い
て
承
認
し
難
い
部
分
が

　
あ
る
。
こ
の
点
は
多
岐
に
わ
た
る
た
め
、
行
論
の
過
程
で
問
題
と
な
る
際
に
触
れ

　
る
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
と
は
別
に
大
石
雅
章
「
葬
礼
に
み
る
仏
教
儀
礼
化
の
発
生

　
と
展
開
」
（
噸
日
本
中
世
社
会
と
寺
院
㎞
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
四
年
、
初
出
二
〇



〇
三
年
）
の
よ
う
に
、
山
陵
へ
の
仏
教
の
浸
透
と
い
う
観
点
か
ら
平
安
時
代
の
天

皇
陵
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
山
陵
制
度
の
変
化
と
い
う
観
点
で

は
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
痒
し
ま
れ
る
。

第
【
章
陵
と
は
何
か
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こ
れ
か
ら
律
令
山
陵
制
度
の
転
換
を
見
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
そ
も
そ
も
陵
と
は
何
な
の
か
、

と
い
う
極
め
て
素
朴
な
疑
問
で
あ
る
。
結
論
か
ら
述
べ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
遺
骨
（
遺
体
）
の
所
在
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は

丁
寧
に
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
と
い
う
の
も
、
「
こ
の
時
期
（
＝
世
紀
前
半
　
　
引
用
訴
訟
）
の
天
皇
陵
は
必
ず
し
も
遺
体
や
遺

骨
の
所
在
に
こ
だ
わ
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
指
摘
、
あ
る
い
は
火
葬
所
こ
そ
が
山
陵
と
さ
れ
た
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て

　
①

い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
た
し
か
に
火
葬
所
に
対
し
て
陵
と
い
う
覆
い
方
が
現
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
一
〇
世
紀
以
前
に
火
葬
所
を
山
陵
と
称
し
た
確
実
な
同

　
　
　
　
　
　
③

時
代
史
料
が
無
い
上
に
、
こ
れ
は
本
来
的
な
用
例
で
は
な
く
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
山
陵
を
論
ず
る
の
は
一
面
的
で
あ
る
。
久
安
五
年
（
＝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

四
九
）
一
二
月
、
近
衛
天
皇
元
服
の
山
陵
奉
告
に
山
階
、
成
菩
提
院
、
後
円
教
寺
の
三
陵
使
が
立
て
ら
れ
た
。
周
知
の
よ
う
に
山
階
は
天
智
の

山
陵
で
あ
り
、
成
菩
提
院
は
白
河
の
遺
骨
が
安
置
さ
れ
て
い
る
寺
院
で
あ
る
。
後
円
教
寺
は
堀
河
の
陵
の
呼
称
で
あ
る
（
後
述
）
。

　
【
史
料
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
近
衛
）

　
件
山
陵
使
各
可
レ
向
下
安
一
置
遺
骨
一
之
所
上
襲
。
而
当
今
立
太
子
之
時
、
被
レ
告
二
法
勝
寺
舛
尊
勝
京
大
失
錯
也
。
今
度
有
二
沙
汰
↓
被
レ
告
二
成
菩
提
院
弄
後
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
宗
巾
心
）

　
教
毒
一
也
。
成
菩
提
院
塔
被
レ
安
二
置
白
河
院
御
思
具
香
隆
寺
被
レ
安
二
置
堀
河
院
御
骨
哺
而
号
二
塁
円
教
寺
一
也
。
但
可
レ
単
二
香
隆
寺
｝
由
見
二
故
入
道
右
府
記
【
了
。

　
山
陵
使
は
「
安
二
置
遺
骨
一
之
所
」
に
向
か
う
べ
き
で
あ
る
と
言
っ
て
お
り
、
当
時
に
お
い
て
も
、
山
陵
使
が
訪
れ
る
べ
き
陵
と
は
、
第
一
義

的
に
は
遺
骨
が
置
か
れ
た
場
所
を
会
っ
た
の
で
あ
る
。
尚
、
堀
川
の
遺
骨
は
、
永
久
元
年
（
＝
一
三
）
三
月
置
香
隆
寺
か
ら
遺
骨
を
移
さ
れ

⑤て
、
こ
の
時
点
で
は
彼
の
遺
骨
は
香
隆
寺
に
は
な
い
。
管
見
の
限
り
「
故
入
道
右
府
記
」
（
『
中
右
記
』
）
に
は
「
可
レ
称
二
急
登
寺
一
」
と
の
詞
そ
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⑥

の
も
の
は
見
え
な
い
も
の
の
、
堀
河
の
陵
を
香
隆
寺
と
称
し
、
こ
こ
に
山
陵
使
を
遣
わ
し
た
記
事
は
散
見
す
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

永
久
元
年
（
一
＝
三
）
三
月
よ
り
以
前
、
す
な
わ
ち
堀
河
の
遺
骨
が
香
隆
寺
に
あ
っ
て
香
隆
寺
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
時
期
な
の
で
あ
っ
た

（
後
述
す
る
【
表
2
】
も
参
照
の
こ
と
）
。
「
香
隆
寺
被
レ
安
二
置
堀
河
院
御
骨
こ
と
い
う
『
本
朝
世
紀
』
の
誤
解
は
陵
H
「
安
二
置
遺
骨
「
之
所
」
と

い
う
原
則
が
貫
徹
し
て
い
た
こ
と
を
よ
り
明
瞭
に
し
て
く
れ
る
。

　
尚
、
長
暦
元
年
（
一
〇
三
七
）
六
月
に
、
上
東
門
院
は
後
一
条
の
火
葬
所
に
建
て
ら
れ
た
菩
提
樹
院
を
供
養
す
る
が
、
『
百
立
面
』
は
こ
こ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

「
後
一
条
院
御
墓
所
」
と
す
る
。
こ
れ
は
『
吉
事
略
儀
』
に
よ
れ
ば
、
火
葬
所
に
お
い
て
骨
を
拾
う
際
「
此
所
可
レ
被
レ
立
一
一
悪
塔
若
御
堂
一
鎖
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

少
々
残
二
言
骨
一
幕
レ
墓
」
と
し
て
、
少
々
骨
を
残
し
た
よ
う
で
あ
り
、
『
百
練
抄
㎏
が
菩
提
樹
院
を
「
墓
所
」
と
い
う
の
も
骨
が
残
さ
れ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。
堀
河
の
頃
か
ら
火
葬
所
を
一
時
的
に
山
陵
と
称
す
る
例
が
登
場
す
る
の
も
、
こ
の
よ
う
に
骨
に
由
来
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
、
火
葬
所
を
山
陵
と
せ
ず
、
遺
骨
の
置
か
れ
た
場
所
を
陵
と
す
る
認
識
は
、
次
の
よ
う
な
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
古
く
は
、
飛
鳥
岡
で
火
葬
さ
れ
大
内
山
陵
に
葬
ら
れ
た
持
統
、
同
じ
飛
鳥
岡
で
火
葬
さ
れ
檜
慶
安
古
山
陵
に
葬
ら
れ
た
文
武
は
、
い
ず
れ
も

埋
葬
さ
れ
た
場
所
を
山
陵
と
呼
ん
で
お
り
、
飛
鳥
岡
を
陵
と
呼
ん
だ
例
は
見
当
た
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
ま
た
、
山
陵
を
貫
く
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
た
め
、
上
粟
田
山
で
火
葬
さ
れ
水
尾
山
上
に
遺
骨
が
置
か
れ
た
清
和
の
場
合
も
、
『
日
本
三
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

実
録
』
は
「
粟
田
山
陵
」
と
は
呼
ば
ず
、
「
水
尾
山
先
太
上
天
皇
山
陵
」
と
呼
ん
で
い
る
。
陽
成
が
元
服
し
た
際
に
、
こ
の
水
尾
山
山
陵
に
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

陵
使
が
遣
わ
さ
れ
た
こ
と
は
、
『
新
儀
式
』
や
『
江
家
次
第
』
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
古
代
に
お
い
て
は
火
葬
所
を
陵
と
呼
ば
ず
、

遺
骨
（
遺
体
）
を
埋
葬
し
た
と
こ
ろ
を
陵
と
呼
ぶ
点
で
一
貫
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
尚
、
山
田
邦
和
は
『
帝
王
編
年
記
』
に
「
粟
田
山
陵
」
と
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
「
火
葬
所
を
「
山
陵
」
と
称
し
た
初
見
」
と
す
る
。
し
か
し
、

『
日
本
三
代
実
録
』
や
簡
薪
儀
式
』
、
『
江
家
次
第
』
の
よ
う
な
、
よ
り
岡
時
代
に
近
い
史
料
を
差
し
置
い
て
、
室
町
時
代
に
成
立
す
る
『
帝
王

編
年
記
晦
に
見
え
る
記
事
を
引
用
し
て
「
初
鰹
」
と
す
る
こ
と
は
、
文
献
史
学
の
立
場
か
ら
は
容
認
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
香
〕

　
次
の
史
料
も
興
味
深
い
。
導
師
時
と
の
問
答
の
中
で
、
待
賢
門
院
は
白
河
の
「
高
隆
寺
御
墓
所
」
に
参
り
た
い
が
薬
を
服
し
て
い
て
も
大
丈
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〈円成寺陵〉の歴史的位置（黒羽）

　
　
　
　
⑯

夫
か
と
問
う
。

　
【
史
料
二
】

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
香
〕

　
又
甥
云
、
欲
レ
参
一
高
隆
寿
町
墓
所
幻
世
間
事
、
依
レ
無
二
思
遣
之
方
ハ
為
レ
散
レ
愁
所
【
思
立
【
也
。
而
近
日
依
レ
病
服
薬
。
可
レ
有
二
懸
軍
【
否
。
申
云
、
於
二
服
薬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
白
河
）

　
事
｝
不
レ
可
レ
憧
。
山
陵
使
不
二
精
進
一
故
也
。
但
上
皇
御
簾
巴
奉
レ
渡
二
鳥
羽
殿
一
調
。
於
レ
今
高
隆
寿
空
所
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
師
時
は
服
薬
に
つ
い
て
は
問
題
な
し
と
す
る
が
、
白
河
の
遺
骨
は
す
で
に
鳥
羽
殿
に
あ
る
成
菩
提
院
に
移
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
か
つ
て
遺

骨
の
安
置
さ
れ
て
い
た
香
隆
寺
は
「
空
所
」
で
あ
る
と
回
答
し
て
い
る
。
遺
骨
が
無
け
れ
ば
そ
こ
は
「
空
所
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
際
、

墓
参
に
あ
た
っ
て
山
陵
使
の
先
例
が
参
照
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
の
他
に
も
、
長
寛
元
年
（
　
一
六
三
）
に
近
衛
の
遺
骨
が
知
足
院
本
堂
か
ら
安
楽
寿
院
の
美
福
門
院
御
願
塔
（
新
御
寝
）
に
移
さ
れ
た

こ
と
に
つ
い
て
、
美
川
圭
は
今
上
・
二
条
が
白
河
－
鳥
羽
－
近
衛
－
二
条
と
い
う
皇
統
の
正
当
性
を
主
張
す
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し

　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

て
い
る
。
加
え
て
「
誉
田
山
陵
者
、
大
菩
薩
御
舎
利
野
土
也
」
な
ど
の
表
現
も
見
え
て
お
り
、
遺
骨
の
所
在
は
政
治
的
で
、
古
代
に
お
い
て
は
、

「
遺
骨
の
あ
る
場
所
が
陵
で
あ
る
」
と
い
う
感
覚
の
方
こ
そ
、
む
し
ろ
一
般
的
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
う
し
て
史
料
を
見
て
い
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
「
奉
一
拝
御
寝
し
す
る
記
事
が
散
見
す
る
こ
と
に
気
付
く
。
す
な
わ
ち
遺
骨
の
所
在
こ
そ
が
急
な
の
で
あ
っ
て
、
律
令
山
陵
制
度
の
転
換
を

捉
え
る
際
に
は
、
遺
骨
の
所
在
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。

①
山
田
前
掲
は
じ
め
に
註
⑩
論
文

②
例
え
ば
口
中
右
記
隔
嘉
承
二
年
（
＝
〇
七
）
七
月
二
五
日
条
に
火
葬
所
に
お

　
い
て
「
令
レ
作
二
山
陵
」
と
見
え
る
。
確
実
な
史
料
で
は
、
お
そ
ら
く
火
葬
所
を

　
山
陵
と
呼
ん
だ
最
初
の
例
で
は
な
か
ろ
う
か
（
後
述
）
。

③
わ
ず
か
に
『
醍
醐
寺
雑
事
記
㎞
（
『
群
書
類
従
㎞
第
二
五
輯
、
巻
四
五
三
）
所
引

　
の
『
吏
部
熟
議
㎞
が
朱
雀
の
火
葬
所
に
つ
い
て
「
雨
脚
し
と
記
す
（
天
暦
六
年

　
〈
九
五
二
〉
八
月
二
〇
目
条
）
。
し
か
し
、
『
醍
醐
雑
事
車
幅
は
『
群
書
類
従
』
所

収
の
『
醍
醐
寺
雑
事
記
』
と
、
中
島
俊
司
編
『
醍
醐
雑
事
記
㎞
（
醍
醐
寺
、
一
九

三
一
年
）
の
二
種
類
が
あ
り
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
『
大
日
本
史
料
』
で
は
前

者
を
魍
醍
醐
寺
雑
事
記
㎞
と
し
、
慶
延
の
自
筆
本
、
及
び
自
筆
本
を
元
に
筆
写
さ

れ
た
こ
と
が
分
か
る
写
本
を
翻
刻
し
た
後
者
は
、
記
主
の
名
か
ら
一
廉
延
記
㎞
と

し
て
い
る
（
安
達
直
哉
「
魍
醍
醐
雑
事
詑
㎞
に
つ
い
て
」
（
稲
垣
栄
三
編
『
醍
醐
寺

の
密
教
と
社
会
』
山
急
走
書
林
、
～
九
九
一
年
）
を
参
照
の
こ
と
）
。
前
者
の
引

用
に
か
か
る
『
雲
叢
王
記
㎞
の
記
事
は
、
内
容
の
信
葱
性
は
と
も
か
く
、
筆
写
過
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程
の
誤
字
脱
字
を
考
え
れ
ば
、
純
粋
な
同
時
代
史
料
と
は
見
な
し
難
い
。
尚
、
本

　
稿
で
『
醍
醐
雑
事
記
』
と
い
え
ば
、
後
者
を
指
す
こ
と
と
す
る
。

④
『
本
朝
世
紀
輪
久
安
五
年
（
＝
四
九
）
一
二
月
二
五
日
条
。
尚
、
こ
の
史
料

　
が
あ
る
こ
と
は
、
山
田
邦
和
が
「
火
葬
所
の
山
陵
化
」
を
主
張
す
る
以
前
に
も
、

　
す
で
に
田
中
久
央
「
平
安
時
代
の
貴
族
の
葬
制
」
（
鯛
祖
先
祭
祀
の
研
究
』
弘
文
堂
、

　
一
九
七
八
年
、
初
出
一
九
六
七
年
）
が
指
摘
し
て
い
た
。

⑤
㎎
百
練
抄
』
永
久
元
年
（
＝
＝
二
）
三
月
二
二
日
条
、
『
殿
暦
』
同
日
条
、

　
『
長
秋
記
』
同
日
条

⑥
『
中
右
記
』
天
仁
元
年
（
＝
○
八
）
二
月
二
二
日
条
、
『
同
』
天
永
三
年
（
一

　
一
一
二
）
＝
一
月
二
〇
蛾
眉

⑦
『
百
練
抄
㎞
長
暦
兀
年
（
一
〇
三
七
）
六
月
二
日
条

⑧
隅
吉
事
略
儀
』
（
㎎
群
書
類
従
』
第
二
九
輯
、
巻
五
二
ニ
）
、
拾
御
難
。
『
吉
事
略

　
儀
』
は
平
安
末
か
ら
鎌
倉
に
か
け
て
の
葬
礼
に
関
す
る
故
実
書
で
あ
る
。

⑨
馴
続
日
本
紀
㎞
大
宝
三
年
（
七
〇
三
）
一
二
月
癸
酉
（
1
7
）
条
、
㎎
同
㎞
同
年
｝

　
二
月
壬
午
（
2
6
）
条

⑩
『
続
日
本
紀
㎞
慶
雲
四
年
（
七
〇
七
）
二
月
丙
午
（
1
2
）
条
、
欄
同
地
同
年
一

　
一
月
甲
寅
（
2
0
）
条

⑪
　
『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
四
年
（
八
八
○
）
＝
一
月
七
日
条

⑫
㎎
日
本
三
代
実
録
㎞
元
慶
五
年
（
八
八
一
）
一
二
月
工
七
日
条

⑬
㎎
新
儀
式
』
巻
四
（
『
群
書
類
従
』
第
六
輯
、
官
倉
○
所
収
）
、
天
皇
延
元
服
事
、

　
噸
江
家
次
第
㎞
巻
一
七
、
御
　
兀
服
由
被
申
山
陵
事

⑭
『
帝
王
編
年
記
』
清
和
天
皇
、
元
慶
四
年
（
八
八
○
）
一
二
月
七
日
条

⑮
山
田
前
掲
は
じ
め
に
註
⑩
論
文

⑯
朔
長
秋
記
㎞
長
承
二
年
（
～
＝
二
三
）
六
月
七
日
条

⑰
魍
長
秋
記
㎞
天
承
元
年
（
｝
；
二
）
七
月
九
日
条

⑱
美
辮
謹
「
鳥
羽
殿
の
成
立
」
（
上
横
手
雅
敬
編
㎎
中
世
公
武
権
力
の
構
造
と
展

　
開
㎞
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）

⑲
延
久
四
年
（
一
〇
七
ε
九
月
五
日
太
政
官
牒
（
石
清
水
田
中
家
文
書
、
『
平

　
安
遺
文
』
一
〇
八
三
号
）

⑳
㎎
兵
範
記
㎞
仁
平
二
年
（
＝
五
二
）
五
月
七
日
条
。
ほ
か
に
魍
小
右
記
㎞
寛

　
弘
八
年
（
～
〇
一
一
）
七
月
一
四
日
条
、
『
権
記
』
寛
弘
八
年
（
～
〇
一
一
）
七

　
月
～
七
日
条
、
㎎
左
経
記
㎞
寛
仁
四
年
（
一
〇
二
〇
）
六
月
～
六
日
条
、
噸
殿
暦
㎞

　
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
九
月
二
九
日
条
、
噸
中
右
記
㎞
同
日
条
、
『
兵
範
記
蝕
久

　
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
八
月
　
五
日
条
、
『
玉
葉
輪
養
和
元
年
（
一
一
八
一
）
二

　
月
二
九
日
条
な
ど
、
放
挙
に
暇
が
な
い
。
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第
二
章
　
平
安
後
期
の
天
皇
陵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
寛
仁
元
年
（
　
〇
一
七
）
＝
一
月
一
九
日
、
翌
年
の
後
一
条
天
皇
の
元
服
が
諸
山
陵
に
奉
告
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

は
山
階
（
天
智
）
、
村
上
（
村
上
）
、
後
村
上
（
円
融
）
、
円
成
寺
（
一
条
）
の
四
三
で
あ
る
。

　
【
史
料
三
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
野
∀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
）
　
　
　
　
　
　
（
源
〉

　
　
今
日
子
下
御
元
服
由
告
二
山
陵
一
路
上
〈
大
外
記
文
義
朝
臣
所
一
嘗
送
一
〉
。
山
階
権
中
納
欝
能
信
・
村
上
参
議
道
方

こ
の
と
き
奉
告
の
対
象
と
な
っ
た
の

く
申
レ
障
、

　
　
　
　
（
藤
原
）

改
二
参
即
戦
隆
◇
・
後
村
上
参



〈円成等陵〉の歴史的位羅（黒羽）

【表11史料に見る平安時代の天皇の陵号（崩御順）

天皇　　　　崩年　　　　陵号　　酒外庁記号　　陵戸三聖

桓武 大同1（8G6） 柏原 柏原 ○

平城 天長1（824） 楊梅 楊梅 ○

欝欝 承和7（840） 大原 大原野西嶺上

嵯峨 承和9（842） 嵯峨 嵯峨山上

仁明 嘉祥3（850） 深草 深草 ○

文徳 天安2（858） 田邑 田邑 ○

清和 元慶4（880） 水尾山 水尾山

光孝 仁和3（883＞ 後田邑 後田邑 ○

醍醐 延長8（930） 後山階 後山科 ○

宇多 承平1（931） 大内山 大内山

陽型 天暦3（949） 神楽閥東

朱雀 天暦6（952） 醍醐

村上 康保4（967） 村上 村上 ○

円融 正暦2（991） 後村上 後村上

花山 寛弘5（1008） 紙屋上

一条 寛弘8（1011） 円成寺 円融寺北

冷泉 寛弘8（1011） 桜本 桜本

三条 寛仁1（1017） 斎忌寺 北山

後一条 長元9（1036＞ 四脚脳力 菩提樹院

後朱雀 寛徳2（1045） 円乗寺 円乗寺

後下層 治歴4（1068） 円教寺 円教寺

後三条 延久5（1073） 円宗毒 円宗響

堀河 嘉承2（1107）
四脚専→

繪~教寺
後円教寺

白河 大治4（1129） 成菩提院 成菩提院

近衛 久寿2（1155） 安楽寿院南

鳥羽 保元1（1156） 安楽寿院 安楽寿院

崇徳 長寛2（l164） 二二

二条 永万lG165） 香隆寺力 香隆寺

六粂 安元2（1176） 清閑寺力 清閑諄

高倉 養和1（1181） 清閑等 後清閑寺

安徳 文治1（1185） 阿弥陀寺

後白河 建久3（1192） 法住寺 法住寺

史料には登場しないものの、陵号の原則から推測されるものに

ついては、その推測される陵号を記し、その後ろにカを付した。

陵戸は設置が史料から確実に確認できるものに○を付した。
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於
レ
陣
定
申
。

　
さ
て
、
『
延
喜
式
』
陵
墓
歴
名
を
思
い
起
こ
せ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
天
皇
陵
は
そ
の
所
在
地
に
ち
な
ん
だ
名
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
の
点

に
注
目
す
る
と
き
、
一
条
の
陵
「
円
成
寺
」
は
特
異
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
円
成
寺
」
は
寺
の
名
前
で
あ
っ
て
、
土
地
の
名
前
で
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
特
徴
は
し
か
し
、
ひ
と
り
～
条
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
門
表
！
】
に
示
し
た
よ
う
に
、
一
条
を
境
に
し
て
そ
れ
以
前

　
（
藤
源
）

議
公
信

〈
依
レ
遣
二
円
成
寺
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
猟
）

改
二
兼
参
議
潤
沢
〉
・
円
成
寺
参
議
通
任

〈
依
二
遅
参
↓
改
二
参
議
公
信
◇
。
皆
有
二
次
官
叩
源
大
納
言
俊
賢
・
左
大
弁
道
方
、



の
天
皇
陵
は
そ
の
地
名
に
基
づ
い
た
名
称
で
呼
称
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
一
条
以
後
の
天
皇
陵
は
、
冷
泉
な
ど
の
例
外
を
除
い
て
寺
・
院
の
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

で
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
か
か
る
呼
称
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
大
石
雅
章
が
触
れ
、
そ
の
後
高
橋
照
彦
も
注
目
し
て

　
④い

る
。
し
か
し
、
大
石
、
高
橋
と
も
後
一
条
の
菩
提
樹
院
陵
を
そ
の
は
じ
め
に
お
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
宮
内
庁
が
定
め
る
現
在
の
陵
号
を
も

と
に
し
た
議
論
で
あ
っ
て
、
史
料
に
即
し
て
検
討
す
る
な
ら
ば
、
【
表
1
】
と
門
史
料
三
】
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一
条
の
円
成
寺
が
そ
の
画

期
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
些
細
な
問
題
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
呼
称
の
変
化
は
、
陵
の
実
態
上
の
変
化
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
見
逃
す
こ
と
は

で
き
ま
い
。
以
下
、
こ
の
点
に
留
意
し
な
が
ら
変
化
の
実
相
を
追
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

第
【
節
　
〈
寺
　
陵
〉
一
新
し
い
陵
の
か
た
ち

　
ま
ず
は
史
料
の
確
実
な
院
政
期
の
陵
を
見
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
保
元
元
年
（
＝
五
六
）
七
月
、
五
月
以
来
い
よ
い
よ
体
調
を
悪
く
し
た
鳥
羽
が
、
安
楽
寿
院
に
崩
じ
た
。
五
四
歳
で
あ
っ
た
。
彼
の
遺
体

は
そ
の
日
の
内
に
安
楽
寿
院
の
本
御
蓼
に
埋
葬
さ
れ
る
。
こ
れ
は
三
日
以
内
に
必
ず
せ
よ
と
の
彼
の
遺
詔
に
従
っ
た
も
の
で
、
そ
こ
に
は
、
祖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

父
・
自
河
の
成
菩
提
院
埋
葬
に
関
心
を
示
し
た
鳥
羽
の
強
い
意
志
が
垣
間
見
え
よ
う
。
安
楽
寿
院
に
は
、
周
知
の
如
く
藤
原
家
成
に
よ
っ
て
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

く
の
荘
園
が
施
入
さ
れ
た
が
、
鳥
羽
の
眠
る
本
御
塔
は
こ
の
家
成
の
奉
行
に
よ
る
も
の
で
、
鳥
羽
の
雷
葉
を
借
り
れ
ば
「
建
立
寺
院
錐
レ
有
二
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

数
ハ
以
二
当
御
塔
一
為
二
最
尊
↓
無
常
遷
化
之
、
可
レ
籠
二
雄
心
塑
造
丁
之
故
」
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
a
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
b
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
こ
こ
は
、
平
信
範
が
「
安
楽
寿
院
、
鳥
羽
天
皇
御
陵
、
在
二
鳥
羽
安
楽
寿
院
こ
と
記
す
よ
う
に
、
鳥
羽
の
陵
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
傍

線
b
の
安
楽
寿
院
が
所
在
寺
院
名
を
示
し
て
い
る
以
上
、
そ
こ
に
あ
る
と
さ
れ
る
傍
線
a
の
安
楽
寿
院
は
、
鳥
羽
の
陵
の
称
号
（
豊
熟
）
で
あ

る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
す
ぐ
横
に
記
さ
れ
た
「
村
上
、
村
上
天
皇
御
陵
、
在
一
　
仁
和
寺
西
」
と
の
対
比
か
ら
も
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
管
見
の
限
り
史
料
に
「
安
楽
寿
院
陵
」
と
い
う
表
現
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
右
の
如
く
こ
れ
は
陵
号
だ
っ
た
と
推
察
さ
れ
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る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
〈
安
楽
寿
院
陵
〉
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
〈
安
楽
寿
丁
零
〉
は
、
安
楽
寿
院
「
御
堂
所
司
」
に
よ
っ
て
管
理

　
　
　
　
⑩

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
か
つ
て
西
山
良
平
は
、
仁
明
天
皇
の
深
草
山
陵
に
彼
を
追
善
す
る
た
め
の
嘉
祥
寺
が
建
て
ら
れ
た
こ
と
を
国
家
の
〈
王
寺
〉
の
誕
生
と
評
価

　
⑳

し
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
以
前
に
お
い
て
も
陵
前
読
経
な
ど
仏
式
追
善
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
見
ら
れ
た
が
、
こ
れ
以
後
山
陵
に
は
そ
の
傍
に
〈
陵

寺
〉
を
設
置
す
る
か
、
生
前
関
係
の
深
か
っ
た
寺
の
近
く
に
山
陵
を
営
む
こ
と
が
一
般
的
と
な
る
。

　
し
か
し
右
に
見
た
よ
う
な
陵
に
お
い
て
は
、
陵
と
寺
と
は
一
体
化
す
る
。
遺
骨
（
遺
体
）
が
埋
葬
さ
れ
る
山
陵
に
対
し
て
、
追
善
仏
事
を
行

う
陵
側
の
寺
を
〈
陵
寺
〉
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
こ
れ
は
く
陵
寺
〉
で
は
な
い
。
寺
そ
の
も
の
が
遺
骨
を
安
置
す
る
場
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

先
に
み
た
よ
う
に
、
陵
と
は
遺
骨
（
遺
体
）
の
所
在
に
他
な
ら
な
い
。
な
ら
ば
そ
の
主
体
た
る
遺
骨
（
遺
体
）
の
所
在
が
山
陵
か
ら
寺
院
に
変

わ
る
こ
と
は
、
山
陵
の
終
焉
、
さ
ら
に
は
新
た
に
「
寺
の
陵
」
が
成
立
し
た
こ
と
を
三
昧
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
竹
田
聴
洲
は
民
俗
学
の
立
場
か
ら
、
寺
と
墓
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
①
「
墓
か
ら
成
立
し
た
寺
」
と
い
う
意
味
で
の
「
墓
寺
」
、
②
「
寺
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

墓
所
で
あ
る
」
「
寺
に
成
立
し
た
墓
」
と
い
う
意
味
で
の
「
寺
僧
」
、
③
そ
の
い
ず
れ
の
形
か
判
別
し
難
い
も
の
、
の
三
形
態
を
指
摘
す
る
。
こ

れ
に
即
し
て
言
え
ば
、
寺
に
成
立
し
た
こ
れ
ら
の
陵
を
評
し
て
、
寺
の
陵
、
す
な
わ
ち
〈
寺
陵
〉
と
言
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。

　
右
の
如
く
、
〈
寺
陵
〉
は
寺
の
中
に
遺
骨
を
安
置
し
、
そ
の
管
理
は
当
然
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
寺
院
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
寺
院
の
名
称
で
も

っ
て
呼
称
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
律
令
国
家
の
山
陵
が
諸
陵
寮
…
陵
戸
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
、
そ
の
所
在
地
名
で
呼
ば
れ
て
い
た
の
と
は
、
明
ら

か
に
異
な
っ
て
い
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
天
皇
の
遺
骨
が
仏
塔
・
堂
舎
内
に
安
置
さ
れ
る
例
が
、
こ
れ
以
降
、
～
般
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
重
富
は
大
石

　
　
　
　
⑬

雅
章
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
白
河
の
遺
骨
が
埋
葬
さ
れ
た
く
成
菩
提
院
陵
〉
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
変
化
に
い
ち
早
く
注
目
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
は
和
田
軍
～
で
、
白
河
以
降
の
陵
を
、
そ
れ
ま
で
の
「
高
塚
式
山
陵
」
に
対
し
、
「
堂
塔
式
山
陵
」
と
銘
打
っ
た
。
そ
の
後
、
平
安
時
代
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

天
皇
陵
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
山
田
邦
和
は
、
こ
れ
を
「
堂
塔
式
陵
墓
」
と
尊
い
換
え
て
い
る
。
し
か
し
、
和
田
の
「
堂
塔
式
山
陵
」
が
、
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白
河
を
そ
の
は
じ
め
に
置
い
て
い
た
の
に
対
し
、
山
田
の
「
堂
塔
式
陵
墓
」
は
、
こ
の
中
に
白
河
以
前
の
陵
で
あ
る
後
朱
雀
の
〈
円
乗
寺
陵
〉

や
後
三
条
の
〈
円
宗
寺
陵
〉
を
含
め
て
お
り
、
そ
こ
に
は
看
過
で
き
な
い
違
い
が
存
在
す
る
。

　
後
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
在
り
方
は
白
河
の
〈
成
菩
提
慶
陵
〉
に
始
ま
る
と
す
る
和
田
の
「
堂
塔
式
山
陵
」
の
方
が
妥
当
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
安
楽
寿
院
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

と
考
え
る
。
た
だ
し
鳥
羽
の
葬
ら
れ
た
〈
安
楽
寿
院
陵
〉
は
「
葬
二
同
御
塔
喝
擬
二
山
陵
一
也
」
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
に
お
い
て
も
、

い
わ
ゆ
る
「
山
陵
」
と
は
異
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
と
は
区
別
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
右
の
如
く
寺

に
遺
骨
が
安
置
さ
れ
、
寺
に
よ
っ
て
こ
れ
が
管
理
さ
れ
て
い
る
陵
の
こ
と
を
〈
寺
陵
〉
と
い
う
タ
ー
ム
で
捉
え
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
し
た
い

と
思
う
。

第
二
節
　
後
村
上
山
陵
と
〈
円
成
寺
陵
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
先
に
掲
げ
た
門
表
！
】
に
よ
れ
ば
、
陵
の
呼
称
の
変
化
は
、
不
明
の
花
山
を
ひ
と
ま
ず
措
く
と
、
円
融
の
後
村
上
山
陵
と
一
条
の
〈
円
成
寺

陵
〉
と
の
間
に
生
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
二
つ
の
陵
を
見
比
べ
て
、
そ
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
正
暦
二
年
（
九
九
一
）
二
月
コ
一
日
に
円
融
は
亡
く
な
る
。
【
史
料
四
】
は
円
融
の
葬
送
記
事
で
あ
る
。

　
門
史
料
四
】

　
　
　
　
（
円
融
）

　
葬
二
太
上
法
皇
於
円
融
寺
北
原
幻
遣
二
御
骨
於
村
上
陵
傍
幻

　
と
こ
ろ
で
、
一
条
は
父
・
円
融
の
山
陵
の
近
く
に
土
葬
さ
れ
る
こ
と
を
、
生
前
望
ん
で
い
た
。
寛
仁
四
年
（
一
〇
二
〇
）
六
月
に
、
長
ら
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

東
山
の
円
成
寺
に
安
置
さ
れ
て
い
た
一
条
の
遺
骨
は
よ
う
や
く
こ
の
地
へ
改
葬
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
【
史
料
五
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
安
倍
）

　
故
　
条
贈
遺
骨
髄
レ
避
二
方
忌
↓
年
来
奉
レ
置
漏
円
成
寺
一
。
而
依
二
方
開
↓
主
計
頭
吉
平
朝
臣
奉
レ
仰
、
可
レ
奉
レ
重
訂
御
骨
　
之
処
、
卜
鳳
鎮
円
融
寺
辺
↓
今
日
奉
渡

　
　
　
　
　
　
（
藤
原
）

　
　
〈
大
宮
少
進
季
任
朝
臣
奉
レ
持
二
御
職
一
云
々
。
髭
男
レ
為
二
彼
院
判
官
代
一
也
〉
。
（
中
略
）
織
工
戌
剋
一
構
レ
遷
二
恩
三
岳
円
融
寺
北
方
一
〈
円
融
院
御
陵
辺
也
〉
。
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〈円成寺陵〉の歴史的位置（黒羽）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
　
俊
賢
）
　
　
　
　
　
（
藤
原
公
儒
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
斉
信
）

　
其
儀
、
御
骨
壺
奉
レ
納
二
小
回
ハ
納
二
韓
櫃
↓
僧
四
人
荷
レ
之
、
季
任
朝
臣
親
奉
レ
副
レ
之
。
中
宮
大
夫
・
太
皇
太
后
宮
大
夫
・
兵
衛
督
・
式
部
大
輔
〈
広
業
〉

　
等
歩
行
供
奉
。
是
智
御
存
日
近
習
人
也
。

　
山
田
邦
和
は
こ
の
門
史
料
五
】
に
注
目
し
て
、
「
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
「
円
融
院
御
陵
」
と
い
う
の
は
、
村
上
天
皇
陵
の
傍
に
造
ら
れ
た

円
融
天
皇
の
遺
骨
の
埋
葬
所
の
こ
と
で
は
な
く
、
円
融
寺
境
内
に
存
在
し
た
天
皇
の
火
葬
所
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
」
だ
と
主
張

　
⑳

す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
一
条
の
遺
骨
が
「
円
融
院
御
陵
」
に
埋
葬
さ
れ
た
理
由
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
ま
述

べ
た
よ
う
に
、
一
条
の
生
前
か
ら
の
願
い
で
あ
っ
た
。
あ
い
に
く
方
角
が
悪
く
、
円
成
寺
に
安
置
さ
れ
て
い
た
一
条
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
年
に

な
っ
て
よ
う
や
く
そ
の
希
望
が
叶
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
条
が
「
父
・
円
融
の
陵
の
近
く
に
埋
葬
さ
れ

た
い
」
と
願
っ
た
そ
の
場
所
が
、
遺
骨
を
埋
葬
し
た
後
村
上
山
陵
で
は
な
く
、
円
融
を
火
葬
し
た
別
の
場
所
で
あ
っ
た
と
す
る
の
は
不
可
解
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
陵
と
は
火
葬
所
で
は
な
く
、
第
一
義
的
に
は
遺
体
（
遺
骨
）
の
所
在
を
指
す
。
源
経
頼
は
「
御
骨
可
レ
奉
レ
埋
二
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

二
院
法
皇
御
陵
辺
こ
と
の
一
条
の
遺
言
を
念
頭
に
右
の
如
く
記
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
は
ひ
と
ま
ず
、
「
円
融
院
御
陵
」
と
は
円
融
院
（
円

融
寺
）
の
火
葬
所
で
は
な
く
、
「
円
融
院
法
皇
御
陵
」
す
な
わ
ち
、
円
融
院
（
円
融
法
皇
）
の
遺
骨
の
置
か
れ
た
後
村
上
山
陵
の
こ
と
を
指
す
と

考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
火
葬
所
が
円
融
寺
境
内
に
あ
る
と
い
う
指
摘
も
、
「
円
融
寺
北
方
」
が
「
円
融
寺
辺
」
で
あ
る
こ
と
を
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
村
上
山
陵
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
も
寺
の
外
に
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
「
円
融
黒
馬
」
は
「
彼
御
陵
側
近
便
宜
傘
地
」
で
あ
っ
て
、
後
村

上
山
陵
が
円
融
寺
と
そ
う
遠
く
な
い
場
所
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
そ
れ
は
山
陵
と
そ
の
側
近
に
所
在
す
る
〈
宝
寺
〉
と
い
う
、
こ
れ

ま
で
に
も
よ
く
見
ら
れ
た
関
係
で
あ
る
。
火
葬
後
、
円
融
の
遺
骨
が
寺
院
内
に
入
っ
た
形
跡
が
全
く
な
い
こ
と
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
か
か
る
円
融
の
後
村
上
山
陵
は
、
天
暦
六
年
（
九
経
一
）
に
亡
く
な
っ
た
朱
雀
と
特
に
類
似
し
て
い
る
。
彼
は
「
軽
賎
愛
宕
郡
山
↓
置
二
御
骨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

於
醍
醐
山
陵
駕
」
い
て
い
る
。
醍
醐
山
陵
と
は
朱
雀
の
父
・
醍
醐
の
眠
る
後
山
階
山
陵
の
別
の
呼
称
で
あ
る
。
つ
ま
り
朱
雀
も
円
融
と
同
様

に
、
火
葬
の
後
に
は
父
の
山
陵
の
す
ぐ
傍
へ
と
、
遺
骨
は
そ
の
ま
ま
埋
葬
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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⑳

　
一
方
の
一
条
は
、
寛
弘
八
年
（
一
〇
＝
）
七
月
八
日
に
北
山
長
坂
野
・
岩
陰
で
火
葬
さ
れ
る
。
こ
こ
北
山
長
坂
野
は
「
自
二
達
智
製
革
末
↓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

斜
指
図
船
岡
南
西
脚
【
更
北
行
、
添
一
紙
屋
河
　
北
上
」
し
た
場
所
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、
中
近
世
に
蓮
台
野
と
呼
ば
れ
た
地
域
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
は
入
宋
僧
・
萄
然
が
住
持
し
た
蓮
台
寺
が
あ
っ
た
が
、
こ
こ
蓮
台
寺
周
辺
は
遺
体
を
放
置
す
る
よ
う
な
場
所
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

藤
原
実
記
も
亡
く
な
っ
た
娘
の
遺
体
を
蓮
台
寺
の
南
辺
に
置
い
て
い
る
。
さ
て
、
こ
の
蓮
台
寺
は
後
に
寺
名
を
改
め
て
香
隆
寺
と
な
っ
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

香
隆
寺
の
西
方
と
い
え
ば
後
朱
雀
、
後
冷
泉
、
堀
河
、
白
河
、
近
衛
、
二
条
ら
の
天
皇
の
ほ
か
、
公
卿
ら
が
火
葬
さ
れ
た
場
で
あ
っ
た
。
香
隆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊤

寺
乾
原
は
船
霊
西
野
と
も
い
っ
た
か
ら
、
や
は
り
蓮
台
野
の
あ
た
り
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
一
条
は
貴
顕
の
葬
送
の
場
で
火
葬
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

　
火
葬
さ
れ
た
遺
骨
は
白
い
骨
壺
に
納
め
ら
れ
て
東
山
の
円
成
寺
に
一
度
安
置
さ
れ
た
後
、
八
月
二
日
の
一
条
の
七
七
日
に
あ
わ
せ
て
金
輪
寺

辺
に
埋
葬
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
後
に
な
っ
て
、
一
条
が
生
前
、
父
・
円
融
の
陵
の
そ
ば
に
土
葬
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
こ
と
が

　
　
　
⑳

判
明
し
た
。
と
は
い
え
火
葬
は
済
ん
だ
あ
と
で
、
も
は
や
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
加
え
て
陵
辺
に
移
そ
う
に
も
、
こ
の
年
は
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

将
軍
が
西
に
あ
り
方
角
が
宜
し
く
な
い
。
そ
こ
で
一
条
の
遺
骨
は
、
円
成
寺
に
し
ば
ら
く
安
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
指

摘
が
あ
る
よ
う
に
、
火
葬
の
後
、
一
度
寺
に
安
置
さ
れ
る
と
い
う
葬
送
の
在
り
方
は
、
こ
の
一
条
が
画
期
で
あ
っ
た
。
か
か
る
葬
送
の
変
化
は
、

当
然
な
が
ら
陵
の
在
り
方
に
も
変
化
を
引
き
起
こ
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。
円
成
寺
は
も
と
藤
原
氏
宗
の
山
荘
で
、
彼
の
後
妻
・

藤
原
淑
子
が
こ
れ
を
潔
し
て
寺
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
淑
子
の
養
子
で
あ
っ
た
源
定
省
は
幼
少
の
時
こ
の
山
荘
に
住
ん
で
お
り
、
仁
和
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宇
多
）

（
八
八
七
）
に
彼
が
即
位
し
た
折
に
、
円
成
寺
は
定
額
寺
と
な
っ
た
。
藤
原
行
成
が
円
成
寺
を
「
是
仁
和
寺
法
皇
御
室
也
」
と
雷
う
の
は
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
と
に
よ
る
。
こ
の
円
成
寺
骨
堂
に
三
昧
堂
の
如
き
小
堂
が
半
日
が
か
り
で
作
ら
れ
て
、
こ
こ
に
一
条
の
遺
骨
は
納
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
こ
こ
が
く
円
成
寺
陵
〉
で
あ
り
、
天
皇
の
遺
骨
が
寺
院
に
安
置
さ
れ
る
形
を
と
る
、
初
め
て
の
天
皇
陵
で
あ
っ
た
。
〈
安
楽
寿
院

陵
〉
が
安
楽
寿
院
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
一
条
の
遺
骨
が
安
置
さ
れ
た
仏
堂
も
円
成
寺
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　
賢
頭
で
掲
げ
た
【
史
料
三
】
に
見
え
る
〈
円
成
寺
陵
〉
使
は
、
「
山
陵
使
各
可
レ
向
下
安
二
置
遺
骨
【
之
所
上
」
で
あ
る
か
ら
、
一
条
の
遺
骨
が
安
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〈円成寺陵〉の歴史的位置（黒羽）

置
さ
れ
た
、
こ
の
仏
堂
に
派
遣
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
す
る
と
〈
円
成
寺
陵
〉
使
こ
そ
、
史
上
初
め
て
、
か
か
る
寺
院
に
派
遣
さ

れ
た
山
陵
使
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
門
表
1
】
に
あ
ら
わ
れ
た
陵
号
の
変
化
は
、
こ
う
し
た
新
し
い
形
の
陵
の
登
場
を
、
よ
く
反
映
し
た
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
寛
仁
四
こ
口
一
〇
二
〇
）
六
月
一
六
日
、
九
年
も
の
間
、
円
成
寺
に
安
置
さ
れ
て
い
た
一
条
の
遺
骨
は
、
彼
の
希
望
に
沿
っ
て
、

父
・
円
融
の
眠
る
後
村
上
山
陵
の
近
く
へ
と
改
葬
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
門
史
料
五
】
に
よ
れ
ば
、
生
前
の
近
臣
た
ち
に
よ
っ
て
、
一
条
の
遺
骨
は
後
村
上
山
陵
に
も
ほ
ど
近
い
円
融
寺
辺
に
移
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
こ
こ
に
は
堂
舎
は
見
え
ず
、
屋
外
に
埋
葬
さ
れ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
一
条
の
陵
は
、
こ
れ
ま
で
の
山
陵
と
同
じ
よ
う
に
、

墳
墓
の
形
を
と
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
仏
塔
・
堂
舎
に
安
置
さ
れ
た
ま
ま
改
葬
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
白
河
以
降
の
〈
寺
陵
〉

と
の
重
要
な
違
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
円
融
寺
が
行
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
条
の
陵
は
、
こ
の
よ
う
に
山
陵
と
〈
寺
陵
〉
の
両
方
の
性
格
を
帯
び
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
次
節
で
は
、
一
条
以
降
、
白
河
の
〈
成
菩
提

院
陵
〉
成
立
ま
で
を
丁
寧
に
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

第
三
節
　
〈
寺
陵
〉
成
立
の
前
提

　
白
河
以
前
の
陵
に
つ
い
て
は
、
史
料
が
少
な
い
の
で
、
前
後
関
係
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
あ
ら
か
じ
め
各
山
陵
の
主
な

記
事
を
門
表
2
】
に
そ
れ
ぞ
れ
年
代
順
に
ま
と
め
て
お
く
。
以
下
、
こ
れ
を
も
と
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
寛
徳
二
年
（
一
〇
四
五
）
に
崩
じ
た
後
朱
雀
は
、
香
隆
寺
乾
原
で
火
葬
さ
れ
、
円
教
寺
に
遺
骨
が
安
置
さ
れ
た
（
【
表
2
】
の
イ
、
以
下
、
イ
と

の
み
記
す
）
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
円
教
寺
内
に
造
営
中
で
あ
っ
た
円
乗
寺
が
未
完
だ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
、
天
喜
三
年
（
一
〇
五
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

に
「
円
教
寺
新
堂
」
と
し
て
円
乗
寺
が
完
成
（
ロ
）
し
て
以
降
は
、
こ
こ
に
遺
骨
が
置
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
寛
治
二
年
（
一
〇
歪
軸
）
の
堀
河

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

元
服
に
際
し
て
、
「
円
乗
寺
〈
後
朱
雀
院
〉
」
に
山
陵
使
が
立
て
ら
れ
て
お
り
（
ハ
）
、
こ
こ
が
後
朱
雀
の
〈
円
乗
皇
陵
〉
で
あ
る
。
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俵2】　各天皇の山陵年表

後朱雀

イ 寛徳2（1045） 香隆襟乾原で火葬され、円教寺に遺骨が安概される

口 天喜3（1055） 円乗寺が「円教寺新堂」として成立する

ノ、 寛治2（1088） 「円乗寺〈後朱雀院〉」陵に山陵使が派遣される

二 嘉保1（1094） この時点で遺骨が「仁和寺山陵」にあることが確認できる

ホ 康和5（1103） 「円乗寺」陵に山陵使が派遣される

後冷泉

X 治暦4（1068） 船岡西野で火葬され、円教寺に安置された後、仁和寺山に埋葬される

Y 治暦4（玉068） ギ円教寺」陵に山陵使が派遣される

Z 康和5（1103） 「円教寺」陵が山陵使派遣の対象からはずれる

後三条

1 延久5（1073＞ 神楽岡南麓で火葬される

2 永保1（1081） （これ以前に）円宗毒に鎚骨が安置されていたことが確認できる

3 寛治2（1088） 「円宗寺〈後三条院〉」陵に山陵使が派遣される

4 康和5（1103） 「円宗寺」陵に山陵使が派遣される

5 嘉承2（1107） この時点で遺骨が「円融院四至」にあることが確認できる

6 天永3（1112） 「円宗寺」陵に山陵使が派遣される

7 寿永2（1183） 罫円宗寺」陵に山陵使が派遣される

堀河

A 慕承2（1107） 香隆寺薬方野で火葬され、香嚢寺に遺骨が打留される

B 天仁1（ユ108） 「香隆寺」陵に山陵使が派遣される

C 天永3（1112） 「香隆寺」陵に山陵使が派遣される

D 永久1（l113） 遺骨が「仁和寺山陵」＝「円融院山陵」に移される

E 康治1（l142） 「後円教寺」陵に山陵使が派遣される

F 久安5（l149） 「後円教寺」陵に山陵使が派遣される
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〈円成寺陵〉の歴史的位鷹（黒羽）

　
と
こ
ろ
が
、
嘉
保
元
年
（
一
〇
九
四
）
に
は
後
朱
雀
の
皇
盾
・
陽
明
門
院
の
遺
骨
が
「
置
二
仁
和
寺
山
陵
後
朱
雀
院
蛇
骨
傍
　
」
か
れ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

こ
の
時
点
よ
り
以
前
に
、
後
朱
雀
の
遺
骨
は
「
仁
和
寺
山
陵
」
に
改
葬
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
（
二
）
。
つ
ま
り
、
彼
も
一
条
の
如
く
、

初
め
は
寺
院
内
に
遺
骨
が
安
置
さ
れ
、
後
に
は
墳
墓
の
形
で
埋
葬
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
次
に
後
三
条
の
場
合
を
見
て
み
よ
う
。
彼
は
延
久
五
年
（
一
〇
七
三
）
に
崩
じ
、
神
楽
岡
の
南
で
火
葬
さ
れ
（
1
）
、
そ
の
後
遺
骨
は
円
宗
寺

　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
安
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
2
）
。
寛
治
二
年
（
～
○
八
八
）
の
山
陵
奉
告
で
は
「
円
宗
寺
〈
後
三
条
院
〉
」
に
も
愛
護
さ
れ
て

　
⑭

お
り
（
3
）
、
こ
こ
が
後
三
条
の
〈
円
宗
寺
陵
〉
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
後
三
条
も
後
に
は
改
葬
さ
れ
た
。
そ
れ
は
嘉
承
二
年
（
＝
〇
七
）
、
堀
河
の
病
の
原
因
が
、
後
三
条
の
崇
で
は
な
い
か
と
恐
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
趣

た
白
河
が
、
藤
原
宗
忠
を
こ
の
〈
円
宗
寺
陵
〉
に
謝
罪
に
遣
わ
し
た
記
事
に
よ
っ
て
判
明
す
る
（
5
）
。

　
【
史
料
六
】

　
従
二
円
宗
寺
北
大
門
一
大
路
面
行
一
響
町
、
下
レ
従
レ
薫
煙
二
其
所
幻
而
円
融
院
別
当
法
眼
浄
意
送
レ
僧
令
三
前
行
二
二
其
所
」
〈
此
山
陵
在
二
円
融
院
四
白
↓
彼
寺
別

　
　
　
　
　
　
　
門
マ
・
〕

　
当
沙
汰
也
。
伍
作
日
毎
告
示
也
〉
。
山
陵
寂
寂
松
柏
森
々
。
円
融
院
以
後
之
陵
五
六
代
相
共
晶
レ
知
二
何
処
幻
而
問
レ
僧
云
、
後
三
条
院
田
下
可
二
行
向
殉
相
二

　
従
僧
一
山
二
荊
棘
↓
敷
二
畳
　
枚
ハ
近
経
二
恩
先
帝
陵
〈
西
向
〉
。
先
週
段
再
拝
、
次
指
レ
笏
読
一
告
文
ハ
講
義
段
再
拝
、
次
焼
二
告
文
【
〈
院
仕
了
一
人
持
二
参
火
↓

　
件
火
切
出
也
。
次
宮
相
共
検
察
〉
。
心
閑
以
詞
又
以
申
、
了
退
帰
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
宗
忠
は
棘
荊
を
払
っ
て
〈
円
宗
寺
陵
〉
に
た
ど
り
着
い
た
の
で
あ
り
、
寺
院
の
堂
舎
内
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ

か
る
。
す
な
わ
ち
彼
も
ま
た
、
初
め
は
寺
院
内
に
遺
骨
が
安
置
さ
れ
、
後
に
は
墳
墓
の
如
く
埋
葬
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と

に
、
こ
こ
は
（
円
宗
寺
で
は
な
く
）
円
融
院
の
四
至
内
に
あ
っ
て
、
円
融
院
別
当
の
沙
汰
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
、
墳
墓
の
如
く

改
葬
さ
れ
た
後
で
も
、
〈
円
宗
寺
陵
〉
は
寺
院
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
今
度
は
堀
河
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
嘉
承
二
年
（
二
〇
七
）
に
崩
じ
た
堀
河
は
、
香
隆
寺
の
南
西
に
お
い
て
火
葬
さ
れ
た
。
集
め
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

た
遺
骨
は
「
難
レ
可
レ
奉
レ
置
二
円
融
院
山
陵
↓
従
一
群
年
一
大
将
軍
方
在
レ
西
」
り
、
三
年
間
は
香
隆
寺
に
安
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
香
隆
寺
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に
遺
骨
が
あ
る
問
、
山
陵
使
が
こ
こ
を
訪
れ
た
（
B
・
C
）
こ
と
は
、
第
一
章
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
が
く
香
隆
寺
陵
〉
で
あ
る
。

　
永
久
元
年
（
～
＝
三
）
に
及
ん
で
、
堀
河
の
遺
骨
は
改
葬
さ
れ
る
。
そ
の
場
所
に
つ
い
て
『
百
練
抄
瞬
は
「
円
融
院
」
、
『
殿
暦
』
は
「
仁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

和
寺
山
陵
」
、
『
長
秋
記
』
は
「
仁
和
寺
」
と
す
る
が
、
こ
の
記
載
の
ズ
レ
は
円
融
院
が
仁
和
寺
の
末
寺
に
相
当
す
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
要

す
る
に
、
当
初
埋
葬
が
予
定
さ
れ
て
い
た
「
円
融
院
山
陵
」
の
こ
と
で
あ
る
（
D
）
。
堀
河
の
場
合
も
、
初
め
に
寺
院
に
遺
骨
が
安
置
さ
れ
て
、

そ
の
後
に
墳
墓
に
改
葬
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
後
冷
泉
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
『
扶
桑
略
記
陶
は
「
葬
帰
船
岳
西
野
ハ
安
二
鶏
眼
滋
藤
円
教
寺
」
と
し
、
『
百
鉱
泉
隔
は
「
葬
雪
曇
岳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

西
原
↓
置
二
蛇
骨
於
仁
和
寺
山
こ
と
す
る
（
X
）
。
こ
れ
は
一
見
す
る
と
記
載
に
矛
盾
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
そ
う
で
は
な
か
ろ
う
。
当
時
の
火

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

葬
を
伴
う
葬
送
で
は
、
遺
体
を
火
葬
し
て
か
ら
、
遺
骨
を
回
収
す
る
ま
で
、
最
低
二
箇
日
以
上
に
わ
た
っ
た
。
例
え
ば
｛
条
の
葬
送
で
は
、

『
小
右
記
臨
闘
権
聖
血
『
御
堂
関
自
記
』
の
い
ず
れ
も
が
、
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
～
）
七
月
八
日
・
九
日
条
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
『
日
本
紀
略
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

は
一
連
の
こ
と
と
し
て
、
す
べ
て
八
日
条
に
か
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
後
冷
泉
の
葬
送
が
記
載
さ
れ
た
治
暦
四
年
（
～
〇
六
八
）
五
月
五

日
条
に
は
、
少
な
く
と
も
二
箇
日
以
上
の
記
事
が
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
複
数
日
に
わ
た
る
一
連
の
葬
送
を
短
文
で
表
現
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

よ
う
と
し
た
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
記
事
の
ズ
レ
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
見
て
き
た
他
の
例
を
参
考
に
す
れ
ば
、
後
冷
泉
も
円
教
寺
に

遺
骨
を
安
置
し
た
後
、
直
ち
に
仁
和
寺
山
に
改
葬
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
後
朱
雀
、
後
冷
泉
、
後
三
条
、
堀
河
は
、
み
な
一
条
の
如
く
、
当
初
は
寺
院
に
遺
骨
が
安
置
さ
れ
、
後
に
改
葬
さ
れ
て
墳
墓
の
如
く
埋
葬
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
場
所
は
、
「
仁
和
寺
山
陵
」
「
仁
和
寺
山
」
「
円
融
院
四
至
」
「
円
融
院
山
陵
」
で
あ
っ
て
、
「
円
融
院
山
陵
」
と

「
仁
和
寺
山
陵
」
が
同
一
実
態
を
指
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
み
な
同
じ
く
「
円
融
院
四
角
」
に
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る

（門
j
料
日
⊥
ハ
】
）
。

　
さ
ら
に
注
意
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
呼
称
で
あ
ろ
う
。
遺
骨
が
円
融
院
山
陵
へ
改
葬
さ
れ
た
後
も
「
円
乗
寺
」
「
円
教
寺
」
「
円
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

寺
」
の
各
山
陵
使
が
立
て
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
ホ
・
Y
・
6
・
7
・
E
・
F
）
。
こ
れ
は
一
見
す
る
と
、
遺
骨
が
改
葬
さ
れ
た
後
も
、
山 54　（304）
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陵
使
は
も
と
の
寺
院
に
向
か
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
「
山
陵
使
各
可
レ
向
下
界
二
重
遺
骨
一
之
所
と
で
あ
り
、
実
際
、
〈
円
宗
寺
陵
〉

使
だ
っ
た
宗
忠
は
、
後
三
条
の
遺
骨
が
埋
葬
さ
れ
た
円
融
院
四
七
に
赴
い
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
後
冷
泉
の
「
円
教
寺
」
は
と
も
か
く
、

堀
河
の
「
後
円
教
寺
」
は
寺
院
名
で
は
あ
り
得
な
い
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
陵
の
名
称
で
あ
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
。
遺
骨
が
寺
院
内
に
安
置

さ
れ
て
い
る
と
き
に
、
そ
の
寺
院
の
名
で
も
っ
て
呼
称
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
陵
は
、
（
円
融
院
四
至
に
）
墳
墓
の
如
く
埋

葬
さ
れ
た
後
で
あ
っ
て
も
、
寺
名
駅
号
で
呼
称
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
堀
河
の
場
合
は
墳
墓
の
形
に
改
葬
す
る
に
際
し
て
七
号
も
改
ま
る
が
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
鶴
瀬
陵
号
で
呼
称
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
〈
円
宗
三
盛
〉
が
円
融
院
別
当
の
沙
汰
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
他
の
「
円
融
院
四
二
」
に
あ
っ
た
陵
も
、
同
様
に
寺
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
陵
は
墳

墓
と
な
っ
た
後
に
も
寺
名
陵
号
で
呼
称
さ
れ
た
の
だ
と
推
察
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
か
か
る
特
徴
は
、
は
じ
め
円
成
寺
に
遺
骨
が
安
置
さ
れ
、
後
に
「
円
融
寺
辺
」
に
埋
葬
さ
れ
た
一
条
に
も
認
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。

改
葬
後
、
彼
の
陵
が
ど
の
よ
う
に
呼
称
さ
れ
た
か
、
残
念
な
が
ら
史
料
が
見
当
た
ら
な
い
が
、
か
つ
て
の
如
く
「
円
成
寺
」
と
呼
ば
れ
た
か
、

あ
る
い
は
堀
河
の
如
く
、
四
円
寺
の
う
ち
の
一
つ
の
寺
院
名
（
こ
の
場
合
は
「
円
融
寺
」
だ
ろ
う
か
）
で
も
っ
て
呼
称
さ
れ
た
と
予
想
さ
れ
、
こ

れ
も
円
融
院
別
当
の
沙
汰
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
寺
院
に
遺
骨
を
安
置
し
た
後
、
（
円
融
院
山
陵
に
）
墳
墓
の
形
で

埋
葬
さ
れ
る
天
皇
陵
の
濫
膓
が
、
一
条
陵
で
あ
る
こ
と
は
聞
違
い
な
か
ろ
う
。

　
こ
こ
で
、
本
章
の
内
容
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
一
条
、
後
朱
雀
、
後
冷
泉
、
後
三
条
、
堀
河
の
各
陵
は
初
め
寺
院
の
堂
舎
内
に
、
そ
の
後

で
円
融
院
山
陵
に
埋
葬
さ
れ
る
点
で
共
通
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
天
皇
陵
を
内
包
し
、
管
理
す
る
と
い
う
円
融
院
の
特
徴
が
立
ち
現
わ
れ
よ

㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
趣

う
。
か
つ
て
上
島
享
は
【
史
料
六
】
を
根
拠
に
「
円
宗
寺
は
墓
所
近
辺
に
あ
る
も
の
の
、
墓
寺
と
し
て
の
性
格
は
薄
い
」
と
指
摘
し
た
。
確
か

に
、
円
融
寺
（
円
融
院
）
と
の
比
較
に
よ
る
相
対
的
評
価
と
し
て
は
誤
り
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
こ
の
史
料
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、

円
宗
寺
の
特
質
（
墓
寺
と
し
て
の
性
格
の
薄
さ
）
で
は
な
く
、
む
し
ろ
円
融
寺
の
特
質
、
す
な
わ
ち
墓
（
陵
）
と
の
深
い
関
係
性
な
の
で
あ
る
。
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⑳

こ
の
こ
と
が
御
願
円
融
寺
を
考
え
る
上
で
も
、
当
該
期
の
天
皇
陵
を
考
え
る
う
え
で
も
重
要
な
要
素
と
な
る
。
一
方
、
山
田
邦
和
は
こ
れ
ら
の

陵
に
つ
い
て
「
四
円
寺
の
中
に
堂
塔
式
陵
墓
が
営
ま
れ
る
の
は
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
ろ
う
。
（
中
略
）
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
の
境
域
内
に
御
堂

が
造
ら
れ
て
そ
れ
が
天
皇
陵
に
宛
て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
改
葬
以
前
の
状
況
に
の
み
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
、

正
確
な
指
摘
と
は
言
い
難
い
。
彼
ら
の
陵
は
初
め
各
寺
院
に
〈
寺
陵
〉
の
如
く
安
置
さ
れ
、
後
に
は
円
融
院
山
陵
に
墳
墓
の
如
く
埋
葬
さ
れ
た

の
で
あ
り
、
こ
れ
を
白
河
以
降
の
陵
と
変
わ
る
と
こ
ろ
の
な
い
「
堂
塔
式
陵
墓
」
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
は
い
え
、
右
の
山
田
説
を

　
　
　
　
　
　
　
⑳

批
判
し
た
上
島
の
よ
う
に
「
円
融
寺
以
外
の
四
円
寺
と
山
陵
と
は
直
接
関
係
が
な
」
い
と
し
て
し
ま
う
の
も
、
ま
た
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

第
二
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
〈
円
成
寺
陵
〉
使
は
史
上
初
め
て
寺
院
に
遣
わ
さ
れ
た
山
陵
使
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
遺
骨
が
あ
る
間
は
、
そ

の
寺
院
が
陵
と
観
念
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
第
～
節
で
指
摘
し
た
、
和
田
、
大
石
、
山
田
、
さ
ら
に
は
上
島
も
加
え
た
筆
者
の
指
摘
の
微
妙
な
、
し
か
し
決
定
的
な
ズ
レ
は
、
右
の
如
き

山
陵
と
〈
寺
陵
〉
の
両
方
の
性
格
を
備
え
た
段
階
の
天
皇
陵
を
正
確
に
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
り
、
本
章
で
の
検
討
に
よ

っ
て
、
天
皇
の
陵
は
山
陵
か
ら
、
〈
寺
陵
〉
・
山
陵
の
両
方
の
性
格
を
有
す
る
段
階
を
経
て
、
〈
寺
陵
〉
に
埋
葬
さ
れ
る
段
階
へ
と
変
化
す
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

①
　
『
小
右
記
幅
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
一
二
月
一
八
日
条
。
尚
、
こ
の
日
は
使

　
を
定
め
た
日
で
あ
り
、
発
日
は
翌
日
で
あ
る
（
魍
同
㎞
翌
日
条
）
。

②
〈
円
成
専
陵
〉
（
後
述
）
の
初
見
は
隅
御
堂
関
自
記
㎞
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）

　
五
月
一
七
日
条
で
あ
る
。
そ
の
後
㎎
左
経
記
㎞
覧
仁
元
年
（
一
〇
～
七
）
～
○
月

　
二
〇
日
に
も
見
え
る
。

③
大
石
前
掲
は
じ
め
に
註
⑩
論
文

④
高
橋
照
彦
門
律
令
期
葬
制
の
成
立
過
程
」
（
『
日
本
史
研
究
睡
五
五
九
、
二
〇
〇

　
九
年
）

⑤
『
兵
誤
記
』
保
元
元
年
（
＝
五
六
）
七
月
二
日
条
、
『
百
錬
抄
』
同
日
条

⑥
『
長
秋
記
㎏
天
承
元
年
（
一
＝
三
）
四
月
＝
百
条

⑦
永
原
慶
二
「
荘
園
制
の
歴
史
的
位
澄
」
（
『
日
本
封
建
鑓
成
立
過
程
の
研
究
』
岩

　
波
書
店
、
一
九
六
　
年
、
初
出
一
九
六
〇
年
）
、
川
端
新
「
公
家
領
荘
園
の
形
成

　
と
そ
の
構
造
」
（
『
荘
園
鋼
成
立
史
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
高

　
橋
一
樹
「
知
行
国
支
配
と
中
世
荘
園
の
立
荘
」
（
咽
中
世
荘
園
制
と
鎌
倉
幕
府
㎞
塙

　
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）

⑧
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
「
安
楽
寿
院
文
藻
扁
安
楽
寿
院
諸
堂
舎
所
領
目
録

　
所
引
の
「
禅
定
法
皇
往
詔
」
。
影
印
は
同
所
編
糊
平
安
鎌
倉
古
文
書
集
㎞
（
八
木
書

　
店
、
二
〇
〇
九
年
）
、
翻
刻
は
野
ロ
華
世
「
「
安
楽
寿
院
夏
期
」
に
み
る
御
願
寺
の
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構
造
扁
（
東
京
都
立
大
学
人
文
学
部
『
入
文
学
報
』
三
五
七
、

　
参
照
の
こ
と
。

⑨
『
兵
範
記
』
仁
安
三
年
（
＝
六
八
）
四
月
三
〇
日
勤

⑩
『
吉
記
協
元
暦
元
年
（
＝
八
四
）
四
月
二
六
日
条

⑪
西
山
離
掲
は
じ
め
に
註
⑧
論
文

⑫
竹
田
聴
洲
「
墓
寺
と
寺
墓
」
（
噸
葬
送
墓
制
研
究
集
成
㎏
三
、

　
七
九
年
、
初
出
一
九
七
一
年
）

工
○
〇
五
年
）
を

名
著
出
版
、
一
九

⑬
大
石
前
掲
は
じ
め
に
註
⑩
論
文

⑭
和
田
軍
一
門
皇
陵
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
四
年
）

⑮
山
田
前
掲
は
じ
め
に
註
⑩
論
文

⑯
『
百
練
抄
盛
保
元
元
年
（
＝
五
六
）
七
月
二
日
条

⑰
花
山
の
葬
送
に
つ
い
て
、
『
日
本
紀
略
』
は
「
奉
レ
押
脚
華
山
法
皇
於
紙
麗
川
上

　
法
音
寺
北
こ
と
し
て
（
寛
弘
五
年
〈
一
〇
〇
八
〉
工
月
｝
七
日
条
）
、
法
音
寺
が

　
何
か
関
連
す
る
か
の
如
く
記
し
て
い
る
が
、
『
御
堂
関
白
記
』
で
は
「
大
和
寺
東

　
辺
」
と
あ
る
（
寛
弘
五
年
中
○
○
八
〉
二
月
九
日
条
）
。
す
な
わ
ち
「
法
音
寺
」

　
や
門
大
和
寺
」
は
葬
送
の
場
所
を
示
す
単
な
る
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
に
す
ぎ
な
い
と
思

　
わ
れ
、
こ
れ
は
寺
と
陵
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
記
事
で
は
な
い
。
花
山
に
つ

　
い
て
は
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
の
後
遺
骨
が
寺
院
内
に
移
動

　
さ
れ
た
と
す
る
、
信
頼
に
足
る
史
料
は
見
当
た
ら
な
い
。

⑱
『
日
本
紀
略
』
正
暦
二
年
（
九
九
一
）
二
月
一
九
日
条

⑲
『
左
経
記
臨
寛
仁
四
年
（
一
〇
二
〇
）
六
月
一
六
日
条

⑳
山
田
は
じ
め
に
註
⑩
論
文

⑳
　
『
小
右
記
㎞
寛
弘
早
年
（
～
〇
一
一
）
七
月
＝
一
日
条
、
隅
権
記
』
寛
弘
八
年

　
（
一
〇
　
｝
）
七
月
二
〇
目
条

⑫
　
『
権
記
』
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）
七
月
二
〇
日
条

　
　
『
扶
桑
略
記
』
天
暦
六
年
（
九
五
二
）
八
月
一
五
日
条

⑳
　
『
日
本
紀
墨
田
寛
弘
八
年
目
一
〇
一
一
）
七
月
八
日
条
、
欄
御
堂
関
自
記
㎞
同
日

　
条
、
『
小
右
記
』
同
日
条
、
『
権
記
』
同
日
条

⑳
　
『
権
記
』
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）
七
月
八
日
条

⑳
『
小
右
記
歴
永
延
元
年
（
九
八
七
）
二
月
二
日
条

⑳
　
『
小
右
記
』
正
暦
四
年
（
九
九
三
）
二
月
九
日
条

⑳
　
『
中
右
記
』
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
入
月
二
日
条

⑳
『
無
電
抄
』
寛
徳
二
年
（
一
〇
四
五
）
正
月
一
八
日
条
、
『
百
練
抄
』
治
暦
四
年

　
（
一
〇
六
八
）
五
月
五
日
条
、
『
中
右
記
』
嘉
承
工
年
（
一
～
〇
七
）
七
月
二
四

　
日
条
、
鴨
中
右
記
㎞
大
治
四
年
（
～
コ
　
九
）
七
月
一
五
日
条
、
甲
水
昌
記
㎏
同
日

　
条
、
噸
長
秋
記
㎞
同
日
条
、
『
兵
範
記
㎏
久
寿
二
年
（
…
　
五
五
）
八
月
一
日
条
、

　
『
山
塊
記
』
同
日
条
、
『
顕
広
王
記
』
永
万
元
年
（
一
一
六
五
）
八
月
七
日
条

⑳
門
左
経
記
㎞
（
類
聚
月
例
）
長
元
七
年
（
一
〇
三
四
）
九
月
二
一
日
条

⑳
　
槻
扶
桑
略
記
㎞
治
暦
四
年
（
一
〇
六
八
）
五
月
五
日
条

⑳
　
欄
御
堂
関
白
記
㎞
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）
六
月
二
八
二
条
、
魍
黒
黒
㎞
同
日
条
、

　
『
小
右
記
』
同
年
七
月
九
日
条
。
も
っ
と
も
、
当
初
の
計
画
で
は
遺
骨
は
門
奉

　
レ
置
二
金
輪
等
し
り
、
そ
の
後
に
「
金
輪
山
」
に
埋
葬
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し

　
か
し
日
次
が
よ
く
な
い
の
で
一
旦
門
禅
林
寺
辺
寺
」
で
あ
る
円
成
寺
に
安
置
し
、

　
「
可
レ
奉
レ
埋
噌
金
輪
寺
辺
【
」
と
変
更
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
も
一
条
の
遺

　
言
の
発
覚
に
よ
り
、
さ
ら
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

⑳
　
『
小
右
記
』
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）
七
月
一
二
日
条
、
『
権
記
』
同
年
七
月
二

　
〇
日
条

⑭
　
『
日
本
紀
略
』
寛
弘
八
年
（
　
〇
一
一
）
七
月
八
日
条
、
『
御
堂
関
白
記
㎞
同
年

　
七
月
九
日
条
、
『
小
右
記
』
同
日
条
。
こ
の
一
条
の
葬
送
に
つ
い
て
は
、
朧
谷
欝

　
門
摂
関
盛
期
の
天
皇
の
葬
送
」
（
職
人
濤
・
山
中
章
編
噸
平
安
京
と
そ
の
時
代
』

　
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）
が
、
三
条
や
後
一
条
な
ど
と
合
わ
せ
て
～
連
の
流

　
れ
を
押
さ
え
て
い
る
。

　
　
上
島
享
「
〈
王
〉
の
死
と
葬
送
」
（
西
日
本
中
世
社
会
の
形
成
と
王
権
臨
名
古
屋

　
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
、
初
出
二
〇
〇
七
年
）
、
清
水
鑛
「
古
代
天
皇
の
葬
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法
と
建
築
」
（
『
平
安
時
代
仏
教
建
築
史
の
研
究
』
中
央
公
論
美
術
繊
版
、
一
九
九

　
二
年
）

⑱
　
『
類
聚
三
代
格
』
寛
平
元
年
（
八
八
九
）
七
月
二
五
目
太
政
宮
符
、
『
同
心
延
喜

　
六
年
（
九
〇
六
）
九
月
一
九
日
太
政
官
符

⑳
　
隅
権
記
』
寛
弘
八
年
（
　
〇
一
一
）
七
月
二
〇
日
条

　
　
『
百
雷
抄
㎞
寛
徳
二
年
目
一
〇
四
五
）
正
月
一
八
日
本

⑳
　
噸
百
練
抄
㎞
天
喜
三
年
（
一
〇
五
五
）
一
〇
月
二
五
日
条

⑩
　
魍
江
家
次
第
㎞
巻
～
七
、
御
元
服
、
御
元
服
由
被
申
山
陵
部

⑪
噸
中
右
記
㎞
嘉
保
元
年
（
一
〇
九
四
）
二
月
五
日
条

⑫
　
開
百
番
抄
撫
延
久
五
年
（
一
〇
七
三
）
五
月
七
日
置

⑬
　
『
水
左
記
臨
永
保
元
年
（
一
〇
八
一
）
七
月
二
六
日
条
。
当
該
条
は
欠
損
が
多

　
く
文
意
が
通
じ
に
く
い
が
、
源
俊
房
が
、
父
・
師
房
の
遺
骨
を
、
安
澱
さ
れ
て
い

　
た
雲
林
院
か
ら
白
河
へ
移
す
記
事
で
あ
る
こ
と
（
翌
下
条
参
照
）
や
、
他
の
天
皇

　
の
例
を
考
え
合
わ
せ
る
（
【
表
2
一
参
照
）
と
、
こ
の
記
事
か
ら
後
三
条
の
遺
骨

　
が
円
宗
寺
に
安
置
さ
れ
て
い
た
と
理
解
で
き
よ
う
。

⑭
　
『
江
家
次
第
㎏
巻
一
七
、
御
元
服
、
御
元
服
宙
被
申
山
陵
事

⑮
　
『
中
右
記
』
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
七
月
＝
　
日
条

⑯
　
『
中
右
託
臨
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
七
月
二
四
日
条

⑰
　
『
申
右
記
憾
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
七
月
二
五
冒
条

⑱
　
咽
百
練
抄
臨
永
久
元
年
（
　
～
＝
　
一
）
三
月
二
二
日
条
、
『
殿
暦
』
同
日
条
、

　
『
長
秋
記
』
同
日
条

⑲
　
『
扶
桑
略
記
㎞
治
暦
四
年
（
～
〇
六
八
）
五
月
五
日
条
、
『
百
練
貫
』
同
日
条

⑳
　
魍
日
葡
辞
害
㎞
は
、
閃
巴
《
o
×
①
（
灰
寄
せ
）
は
「
野
原
で
焼
い
た
遺
体
の
灰
を

　
別
の
日
に
集
め
て
埋
葬
す
る
こ
と
」
と
し
て
い
る
。

⑪
他
に
も
、
長
元
九
年
（
一
〇
三
六
）
五
月
の
後
一
条
の
葬
送
で
は
『
日
本
紀

　
略
』
は
一
九
日
条
に
の
み
記
事
が
見
え
る
が
、
『
左
経
記
短
（
類
聚
雑
例
）
で
は
一

　
八
日
条
と
別
記
の
一
九
日
条
に
見
え
る
。

轡
　
平
田
俊
春
隅
私
撰
国
史
の
批
判
的
研
究
』
（
國
書
刊
行
会
、
｝
九
八
二
年
）

⑳
　
『
中
右
記
徳
康
和
五
年
目
一
一
〇
三
）
一
〇
月
二
三
日
条
、
『
本
朝
世
紀
』
同
田

　
条
、
『
同
』
治
暦
四
年
（
～
〇
六
八
）
八
月
一
三
目
条
、
『
中
右
記
幅
天
永
三
年

　
（
一
一
＝
一
）
＝
～
月
二
〇
日
条
、
『
吉
記
㎞
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
六
月
二

　
一
目
条
、
『
同
』
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
七
月
一
＝
B
条
、
『
吉
続
記
』
文
永
五

　
年
（
＝
一
六
八
）
六
月
二
＝
二
条
、
『
本
朝
世
紀
舳
康
治
元
年
（
一
一
四
二
V
二

　
月
二
〇
日
条
、
『
同
』
久
安
五
年
（
一
一
四
九
）
　
＝
一
月
二
五
鋼
条

⑳
　
私
見
で
は
、
当
初
「
円
融
寺
門
」
に
あ
っ
た
｝
条
陵
も
、
円
融
毒
が
そ
の
管
理

　
を
根
拠
に
「
円
融
院
四
号
」
に
取
り
込
ん
で
い
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
少
な

　
く
と
も
堀
川
の
段
階
で
は
、
「
可
レ
奉
レ
置
二
円
融
院
山
陵
…
」
と
の
如
く
、
最
終
的

　
に
は
円
融
院
山
陵
（
こ
れ
は
単
に
「
円
融
院
」
と
も
称
さ
れ
る
よ
う
に
門
円
融
院

　
四
至
」
と
考
え
て
よ
い
）
に
埋
葬
す
べ
き
と
観
念
さ
れ
て
い
た
。

駒
　
門
史
料
六
】
に
よ
る
と
、
円
融
寺
に
よ
る
管
理
は
積
極
的
に
な
さ
れ
て
い
る
よ

　
う
に
は
み
え
な
い
が
、
こ
れ
は
円
融
寺
そ
の
も
の
の
衰
退
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ

　
る
（
『
中
右
記
匝
永
長
元
年
〈
一
〇
九
六
〉
三
月
＝
二
日
条
、
所
京
子
門
円
融
尋

　
の
成
立
過
程
」
（
『
平
安
朝
「
所
・
後
人
・
俗
鴉
当
」
の
研
究
四
面
誠
出
版
、
二
〇

　
〇
四
年
、
初
出
一
九
六
七
年
）
）
。

⑭
　
上
島
享
「
法
勝
寺
創
建
の
歴
史
的
意
義
」
（
上
島
前
掲
註
⑮
著
轡
所
収
、
初
出

　
二
〇
〇
六
年
）

⑳
　
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
御
願
寺
に
つ
い
て
（
例
え
ば
、
堀
裕
「
平
安
期
の
御
願
寺

　
と
天
皇
」
（
㎎
史
林
㎞
九
一
－
～
、
二
〇
〇
八
年
）
な
ど
）
も
再
検
討
の
必
要
が
あ

　
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
、
こ
れ

　
は
別
に
論
じ
る
機
会
を
も
う
け
た
い
と
思
う
。

憩
　
山
田
前
掲
は
じ
め
に
註
⑩
論
文

⑲
　
上
島
前
掲
註
⑳
論
文
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第
三
章
　
〈
円
成
寺
陵
〉
の
歴
史
的
位
置

第
［
節
〈
寺
陵
〉
と
山
陵

〈円成寺陵〉の歴史的位：置（黒羽）

　
前
章
に
お
い
て
、
天
皇
陵
の
、
山
陵
か
ら
〈
寺
陵
〉
へ
の
段
階
的
変
化
が
明
ら
か
と
な
っ
た
が
、
最
後
に
か
か
る
変
化
の
意
義
に
つ
い
て
検

討
す
る
。
こ
の
際
、
〈
寺
陵
〉
と
山
陵
の
両
方
の
性
格
を
有
す
る
段
階
が
、
前
後
の
ど
ち
ら
に
引
き
つ
け
う
る
か
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
は

こ
の
点
に
つ
い
て
卑
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
第
一
に
注
目
す
べ
き
は
陵
号
で
あ
る
。
～
条
か
ら
堀
河
ま
で
の
陵
は
、
み
な
寺
名
識
号
で
呼
称
さ
れ
た
。
こ
の
点
は
〈
寺
陵
〉
と
共
通
す
る
。

そ
れ
は
【
表
1
】
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
特
に
堀
河
は
、
香
隆
寺
か
ら
円
融
院
山
陵
に
改
葬
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
陵
号
を
改
め
た
が
、
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
引
き
続
き
寺
名
三
号
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
他
の
陵
で
も
、
墳
墓
の
形
を
と
り
な
が
ら
寺
名
陵
号
で
呼
ば
れ
た
こ
と
が
確
認
で

き
る
こ
と
は
、
前
章
で
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
恐
ら
く
管
理
の
問
題
と
関
連
し
て
い
る
。
山
陵
は
諸
陵
寮
－
陵
戸
が
管
理
し
た
。
ま
た
陵
戸
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で

あ
っ
て
も
、
『
延
喜
式
暁
陵
墓
歴
名
に
よ
る
と
、
手
白
黒
皇
女
の
位
田
墓
は
「
無
二
言
書
↓
令
二
山
辺
道
勾
岡
上
陵
戸
警
守
こ
め
た
。
同
様
に
磐

之
黒
黒
の
平
城
坂
上
墓
は
「
無
二
妻
戸
↓
令
二
単
列
池
上
陵
戸
兼
守
一
」
め
た
と
い
う
。
さ
ら
に
天
武
と
合
葬
さ
れ
た
持
統
の
場
合
「
陵
戸
更
不
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

重
充
」
、
天
武
陵
の
陵
戸
が
守
護
し
た
。
押
型
彦
人
大
兄
の
関
係
者
が
眠
る
押
坂
墓
と
押
坂
内
墓
は
「
在
二
大
和
国
城
上
郡
艀
明
天
皇
面
内
↓

無
一
一
曲
弾
一
」
、
「
在
一
｝
大
和
国
城
上
郡
押
坂
陵
域
内
↓
無
二
守
戸
こ
と
、
い
ず
れ
も
五
明
陵
域
内
に
あ
り
、
同
上
の
陵
戸
子
息
を
し
て
兼
塾
せ
し

め
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
く
、
特
殊
な
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
陵
戸
の
設
竃
が
見
え
な
く
と
も
、
山
陵
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

「
兼
守
」
に
よ
っ
て
陵
戸
が
管
理
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
円
融
院
山
陵
埋
葬
後
の
〈
円
宗
寺
陵
〉
は
、
円
融
院
別
当
が
管
理
し
た
。
他
の
円
融
院
山
陵
に
埋
葬
さ
れ
た
天
皇
も
、
同
様
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だ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
寺
院
に
安
遣
さ
れ
て
い
た
段
階
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
が
こ
れ
を
担
っ
た
と
予
想
さ
れ
、
こ
れ
ら

の
陵
は
、
一
貫
し
て
寺
院
が
管
理
を
行
っ
た
。
こ
の
点
も
〈
寺
陵
〉
と
共
通
し
て
い
る
。

　
最
後
に
形
状
に
つ
い
て
で
あ
る
。
一
条
や
堀
河
の
陵
は
、
一
度
寺
院
の
堂
舎
内
に
安
置
さ
れ
た
後
、
円
融
院
山
陵
に
改
葬
さ
れ
た
点
で
共
通

す
る
。
そ
の
形
に
注
目
す
る
と
、
初
め
は
く
寺
陵
〉
に
近
し
く
、
後
に
は
山
陵
に
近
し
い
。
最
終
的
に
は
墳
墓
の
形
を
と
る
の
で
あ
り
、
山
陵

に
近
い
と
評
価
で
き
な
く
も
な
い
。
た
だ
し
、
は
じ
め
に
く
寺
陵
〉
の
形
を
と
る
点
は
重
要
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
一
条
以
前
の
天
皇
の
葬
送
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

お
い
て
、
方
角
の
忌
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
な
く
、
改
葬
を
行
う
必
要
は
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
。
ま
た
仮
に
改
葬
を
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

光
仁
が
後
佐
保
山
陵
か
ら
後
田
原
山
陵
に
改
葬
さ
れ
た
よ
う
に
、
寺
院
に
遺
骨
を
安
置
す
る
必
然
性
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
後
冷

泉
は
葬
送
か
ら
間
も
な
く
円
融
院
山
陵
に
埋
葬
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
一
度
円
教
寺
に
遺
骨
を
安
置
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
段
階

で
は
、
墳
墓
に
す
る
前
に
一
度
〈
寺
陵
〉
の
形
を
踏
む
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
と
も
評
価
で
き
る
。

　
こ
れ
ら
の
点
か
ら
し
て
、
～
条
か
ら
堀
河
ま
で
の
、
〈
漫
吟
〉
と
山
陵
の
間
に
位
置
す
る
段
階
の
陵
は
、
〈
寺
陵
〉
へ
の
連
続
性
を
評
価
す
べ

き
で
あ
る
と
考
え
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
〈
寺
陵
〉
の
前
身
形
態
と
し
て
、
白
河
の
〈
成
菩
提
慶
陵
〉
の
成
立
以
上
に
、
一
条
の
〈
円
成
寺

陵
〉
の
成
立
の
画
期
性
を
重
視
し
た
い
。

第
二
節
　
陵
戸
欄
の
終
爲
一
〈
円
成
寺
陵
〉
成
立
の
意
義

　
最
後
に
、
山
陵
と
〈
寺
陵
〉
（
の
前
身
形
態
）
と
の
違
い
は
奈
辺
に
あ
る
の
か
、
そ
の
変
化
の
意
義
に
つ
い
て
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の

変
化
は
山
陵
使
の
陵
前
儀
式
に
最
も
象
徴
的
に
表
れ
る
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
二
、
三
の
史
料
を
挙
げ
て
お
く
。

　
【
史
料
七
】

　
（
藤
原
師
輔
V

　
　
下
官
為
二
山
階
使
一
也
。
（
中
略
）
到
二
御
在
所
一
之
間
、
陵
戸
設
二
盟
水
｝
也
。
盟
洗
足
次
官
共
鼻
高
立
於
御
前
｝
〈
前
例
令
二
内
竪
・
大
舎
人
出
立
叩
情
案
二

　
事
情
↓
猶
長
・
次
宮
躬
可
鳳
昇
立
｝
者
也
。
伍
今
年
躬
弊
一
一
立
之
◇
。
次
着
座
申
二
事
由
↓
両
段
再
拝
。
次
官
随
拝
レ
之
。
内
竪
・
大
舎
人
正
出
二
幣
物
↓
置
二
於

60　（310）



〈円成寺陵〉の歴史的位置（黒羽）

　
棚
上
↓
以
レ
松
焼
レ
之
。
事
畢
戌
剋
還
レ
家
。

　
門
史
料
八
】

　
従
二
粟
田
口
一
到
二
山
豊
山
陵
南
鳥
居
前
却
留
守
出
来
敷
レ
畳
。
令
レ
洗
レ
手
進
二
黒
前
↓
解
毒
再
拝
。
令
レ
焼
二
幣
物
（
火
漸
消
間
帰
レ
家
。

　
【
史
料
九
】

　
天
晴
。
今
日
即
位
一
首
レ
被
レ
告
口
山
陵
一
也
。
（
長
門
）
於
二
尊
勝
寺
前
一
騎
馬
。
侍
四
人
〈
行
刑
・
親
長
・
清
遠
・
能
盛
〉
相
具
、
即
参
二
向
山
階
山
陵
刈
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
公
教
）

　
レ
尋
御
陵
預
↓
頃
之
出
来
。
磁
器
云
、
参
二
御
山
一
欺
隠
隠
二
此
鳥
居
一
欺
。
答
云
、
此
鳥
居
下
記
レ
候
爵
。
行
盛
云
、
　
故
殿
為
二
荷
前
使
｝
令
レ
参
之
時
、
御
二

　
　
　
　
　
　
　
（
親
範
V

　
此
鳥
居
下
｝
也
。
平
相
公
入
二
此
鳥
屠
参
二
御
山
【
云
々
。
事
態
付
二
両
説
一
也
。
陵
預
血
二
手
水
↓
洗
レ
手
。
預
託
懸
レ
之
、
称
一
先
例
　
也
。
下
レ
裾
取
二
野
宣
命

　
於
笏
一
揖
着
座
〈
預
丸
敷
二
莚
一
枚
於
鳥
居
内
「
〉
。
懸
軍
、
次
再
拝
、
次
読
一
｝
宣
命
ハ
又
再
拝
、
次
焼
二
出
入
A
黒

　
は
じ
め
に
挙
げ
た
【
史
料
七
】
に
よ
れ
ば
、
天
慶
八
年
（
九
四
五
）
一
二
月
二
〇
日
、
こ
の
年
の
荷
前
に
お
い
て
藤
原
師
輔
は
山
階
使
と
な

　
⑥つ

た
。
同
所
に
到
着
す
る
と
、
陵
戸
が
盟
を
準
備
し
て
く
れ
、
師
輔
は
手
を
洗
い
両
段
再
拝
の
後
、
幣
物
を
焼
い
て
帰
宅
し
た
。
蘭
貢
幣
使
は

長
次
官
、
内
竪
・
大
舎
人
等
で
構
成
さ
れ
た
が
、
時
代
が
下
る
と
次
官
は
宮
中
儀
に
の
み
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
山
陵
に
は
赴
か
な
く
な

り
、
ま
た
内
竪
等
に
代
わ
っ
て
、
長
官
は
自
ら
の
家
司
を
随
身
す
る
よ
う
に
な
る
。
門
史
料
七
】
に
は
そ
う
し
た
変
化
は
見
い
だ
せ
ず
、
『
延
喜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

式
』
に
見
え
る
別
貢
幣
使
の
構
成
と
異
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
律
令
山
陵
制
度
に
お
け
る
陵
前
儀
式
の
本
来
の
姿
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

【
史
料
八
】
に
お
い
て
、
永
久
五
年
（
＝
一
七
）
に
同
所
を
訪
れ
た
藤
原
宗
忠
に
も
、
陵
守
（
陵
戸
）
が
畳
を
敷
い
て
く
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

山
階
山
陵
は
、
現
在
ま
で
そ
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
数
少
な
い
山
陵
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
皇
統
の
直
系
の
先
祖
に
当
た
り
、

平
安
京
に
も
ほ
ど
近
い
こ
と
か
ら
、
中
世
ま
で
山
陵
使
が
派
遣
さ
れ
続
け
、
彼
ら
が
宣
命
を
読
み
上
げ
た
で
あ
ろ
う
「
沓
石
」
と
称
さ
れ
る
巨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

大
な
長
方
形
の
花
四
岡
岩
が
今
で
も
残
さ
れ
て
い
る
。
山
階
山
陵
は
変
質
し
つ
つ
も
諸
陵
寮
…
陵
戸
に
よ
る
管
理
が
続
け
ら
れ
、
律
令
山
陵
制
度

の
面
影
を
偲
ぶ
こ
と
が
出
来
る
。
【
史
料
九
】
の
高
倉
の
即
位
奉
告
に
お
い
て
も
同
所
へ
山
陵
使
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
を
訪
れ
た
藤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

原
実
房
は
陵
預
（
陵
戸
）
の
補
助
を
得
て
陵
雲
の
儀
式
を
済
ま
せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
い
ず
れ
も
陵
前
儀
式
に
お
い
て
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陵
戸
の
補
助
を
得
た
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
【
史
料
六
】
を
思
い
起
こ
し
て
欲
し
い
。
〈
円
宗
寺
陵
〉
は
円
融
院
の
四
至
の
中
に
あ
る
た
め
、
藤
原
宗
患
は
円
宗
寺
か
ら
同
所
へ

向
か
う
際
、
円
融
院
別
当
の
遣
わ
し
た
僧
に
案
内
さ
れ
、
陵
前
儀
式
に
お
い
て
も
僧
と
寺
の
仕
丁
が
こ
れ
を
補
助
し
た
の
で
あ
っ
た
。
円
融
院

に
あ
る
他
の
陵
へ
の
参
向
も
同
様
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
当
然
、
〈
寺
陵
〉
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
〈
安
楽
寿
院
陵
〉
に
奉
告
し
た
藤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

原
経
房
も
、
陵
前
儀
式
の
準
備
は
安
楽
寿
院
の
「
御
堂
所
司
」
が
行
う
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

　
山
陵
に
お
い
て
、
陵
前
儀
式
の
補
助
は
陵
戸
の
重
要
な
役
割
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
〈
寺
陵
〉
と
そ
の
前
身
形
態
で
は
、

こ
れ
が
僧
と
仕
丁
と
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
門
史
料
六
】
と
門
史
料
七
・
八
・
九
】
は
、
こ
の
差
異
を
極
め
て
鮮
や
か
に
示
し
て
い
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

＝
世
紀
以
降
、
臨
時
の
山
陵
使
派
遣
が
激
減
す
る
と
の
指
摘
も
、
山
陵
使
の
陵
前
儀
式
が
右
の
如
く
陵
戸
に
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
不
可

分
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
陵
戸
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
た
山
陵
に
か
わ
っ
て
、
寺
院
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
陵
・
〈
寺
陵
〉
が
登
場
す
る
。

寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）
に
一
条
の
遺
骨
が
円
成
寺
の
堂
舎
内
に
安
置
さ
れ
た
時
、
そ
こ
に
は
も
は
や
陵
戸
の
関
与
す
る
余
地
は
残
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
。
〈
円
成
寺
陵
〉
成
立
の
意
義
と
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
点
に
こ
そ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
陵
戸
の
関
与
を
前
提
と
し
な
い
、

新
し
い
陵
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
北
康
宏
は
、
『
喪
葬
令
』
先
皇
陵
条
「
凡
先
皇
尊
者
、
置
一
陵
戸
一
座
レ
守
。
非
一
陵
戸
一
翼
レ
守
者
、
十
年
一
替
」
が
、
『
延
喜
諸
陵
寮
式
』
に
至

っ
て
「
鷺
山
愚
者
、
置
二
陵
戸
五
姻
一
令
レ
守
レ
之
。
有
功
臣
墓
者
、
置
二
軍
戸
三
楽
」
と
な
る
こ
と
を
も
っ
て
「
律
令
国
家
の
陵
墓
制
度
は
終
焉

　
　
　
　
　
　
⑬

す
る
」
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
山
陵
に
陵
戸
を
充
て
て
、
こ
れ
に
山
陵
を
管
理
さ
せ
る
と
い
う
『
喪
葬
令
』
先
皇
陵
条
の
根
幹
は
生
き
続
け
て

　
⑭い

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
終
焉
は
む
し
ろ
、
公
的
山
陵
管
理
を
や
め
、
陵
戸
に
よ
る
管
理
を
や
め
た
、
こ
の
地
点
に
こ
そ
求
め
る
べ
き
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　
も
う
一
度
【
表
1
】
を
見
て
み
る
と
、
九
世
紀
に
亡
く
な
っ
た
天
皇
は
八
人
で
、
そ
の
う
ち
五
人
に
つ
い
て
、
陵
戸
の
設
置
が
確
認
で
き
る
。

し
か
し
、
一
〇
世
紀
に
入
る
と
、
亡
く
な
っ
た
六
人
に
対
し
て
陵
戸
の
設
置
が
確
実
に
判
明
す
る
の
は
二
人
だ
け
と
な
る
。
そ
し
て
、
つ
い
に
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は
一
条
の
遺
骨
は
寺
堂
内
に
安
置
さ
れ
て
、

の
終
焉
は
、
か
か
る
陵
戸
を
設
置
す
る
余
地
の
消
滅
し
た

そ
も
そ
も
陵
戸
の
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
陵
と
な
っ
て
し
ま
う
。
な
ら
ば
、
律
令
山
陵
制
度

〈
円
成
寺
陵
〉
の
成
立
に
こ
そ
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

①
た
だ
し
、
一
条
の
わ
ず
か
半
年
後
に
亡
く
な
っ
た
冷
泉
は
例
外
で
あ
る
。
少
な

　
く
と
も
彼
の
遺
骨
が
穿
院
内
に
安
置
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
確
か
で
、
追
善
を
行

　
う
僧
の
置
か
れ
た
桜
本
穿
（
噸
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
八
年
〈
一
〇
｝
一
〉
一
一
月

　
二
五
日
条
）
に
し
て
も
、
陵
の
そ
ば
に
建
つ
〈
陵
寺
〉
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て

　
栂
よ
り
も
、
「
冷
泉
院
御
陵
号
二
桜
下
一
」
と
し
て
寺
名
画
号
で
呼
ば
れ
な
か
っ
た

　
（
『
小
右
記
睡
長
和
四
年
会
〇
一
五
〉
閏
六
月
一
日
条
）
こ
と
は
、
こ
れ
が

　
〈
寺
陵
〉
の
前
身
に
あ
た
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
う
。
ま
た
、
後
一
条

　
は
火
葬
の
後
、
浄
土
寺
に
安
概
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
（
『
左
経
記
』
（
類
聚
雑
例
）

　
長
元
九
年
〈
一
〇
三
六
〉
五
月
｝
三
目
条
、
噸
引
田
同
月
一
八
日
条
、
勝
田
至

　
『
死
者
た
ち
の
中
世
㎞
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）
も
参
照
の
こ
と
）
で
あ

　
る
が
、
こ
れ
が
何
と
呼
ば
れ
た
か
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
史
料
か
ら
は
判
明
し
な
い
。

　
し
か
し
寺
名
山
号
（
こ
の
場
合
「
浄
土
寺
」
だ
ろ
う
）
で
呼
ば
れ
た
と
考
え
る
の

　
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
三
条
は
〈
観
隆
毒
陵
〉
に
遺
骨
が
安
置
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

　
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
論
証
が
必
要
と
思
わ
れ
る
の
で
、
機
会
を
改
め
て
論
じ

　
る
こ
と
に
す
る
。

②
薗
田
香
融
門
皇
祖
大
兄
御
名
入
部
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
古
代
財
政
史
の
研
究
』

　
塙
脊
一
己
、
　
一
九
八
一
年
、
初
蝉
一
九
六
八
年
〉

③
例
え
ば
、
門
遣
二
上
骨
於
村
上
陵
傍
こ
（
『
日
本
紀
略
甑
正
暦
二
年
く
九
九
ご

　
二
月
一
九
日
条
）
と
し
て
、
村
上
山
陵
の
傍
に
営
ま
れ
た
後
村
上
山
陵
、
あ
る
い

　
は
「
葬
二
愛
宕
郡
山
↓
置
一
需
御
骨
於
醍
醐
山
陵
傍
」
（
『
扶
桑
略
記
』
天
暦
六
年

　
ハ
九
五
二
V
八
月
一
五
日
条
）
と
し
て
醗
醐
の
後
山
階
山
陵
に
近
接
し
て
営
ま
れ

　
た
朱
雀
の
山
陵
は
、
と
も
に
陵
戸
設
置
記
事
は
見
え
な
い
も
の
の
、
噴
兼
守
」
を

　
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

④
上
島
前
掲
第
二
章
註
⑮
論
文

⑤
吉
川
前
掲
は
じ
め
に
註
②
論
文

⑥
明
九
条
追
記
蝕
天
慶
八
年
（
九
四
五
）
一
二
月
二
〇
日
条

⑦
魍
延
喜
中
務
省
二
輪
荷
前
使
令

⑧
土
中
右
記
』
永
久
五
年
（
二
一
七
）
一
二
旦
西
日
条
。
尚
、
大
宝
令
制
下

　
の
計
帳
に
は
、
（
仮
）
陵
戸
は
策
借
）
陵
守
」
と
記
し
た
（
噸
命
集
解
』
職
員
令

　
諸
陵
罵
条
、
古
記
所
引
別
記
）
。

⑨
笠
野
毅
「
天
智
天
皇
山
科
陵
の
墳
丘
遺
構
」
（
『
書
陵
部
紀
要
㎞
、
三
九
、
～
九
八

　
七
年
）

⑩
『
愚
昧
配
』
仁
安
三
年
（
＝
六
八
）
四
月
三
〇
B
条

⑪
明
吉
記
睡
元
暦
元
年
（
二
八
四
）
四
月
二
六
日
粂

⑫
堀
前
掲
第
二
補
註
⑰
論
文
、
嘉
元
晶
「
国
家
的
祈
雨
の
展
開
」
（
四
雨
乞
儀
礼
の

　
成
立
と
展
開
㎞
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
エ
年
）

⑬
北
前
掲
は
じ
め
に
註
⑥
論
文

⑭
　
天
皇
の
由
陵
で
は
康
保
四
年
（
九
六
七
）
の
村
上
山
陵
ま
で
（
明
日
本
紀
略
㎞

　
同
年
六
月
九
日
条
）
、
皇
后
の
山
陵
で
は
康
保
元
年
（
九
六
四
）
、
村
上
の
皇
盾
・

　
藤
原
安
子
の
中
宇
治
山
陵
ま
で
（
『
政
事
要
略
』
同
年
＝
一
月
四
日
太
政
官
符
）
、

　
新
た
に
（
仮
）
陵
戸
を
設
置
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
以
上
雑
駁
な
が
ら
、
山
陵
か
ら
〈
寺
運
〉
へ
の
変
化
を
捉
え
、
そ
の
意
義
を
考
え
た
。
律
令
山
陵
制
度
は
〈
円
成
寺
陵
〉
の
成
立
に
よ
っ
て

重
大
な
局
面
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
そ
も
そ
も
山
陵
が
山
陵
た
る
ゆ
え
ん
は
『
令
義
解
臨
が
言
う
よ
う
に
「
帝
王
墳
墓
、
如
レ
山
如
レ
陵
」
き
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
「
令
釈
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
お
か

も
「
古
記
」
も
一
様
に
「
帝
皇
葬
因
レ
陵
如
レ
陵
、
呈
上
レ
陵
」
と
の
説
を
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
、
陵
の
よ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
は
山
陵
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

あ
っ
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
「
山
陵
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
根
本
か
ら
覆
す
よ
う
な
変
化
が
こ
こ
に
生
じ
た
わ
け
で
あ
る
。
中
国
の
皇
帝
が
清
朝
ま

で
営
々
と
山
陵
を
築
き
続
け
る
の
と
は
、
極
め
て
対
照
的
で
あ
る
。

　
さ
て
、
〈
露
里
〉
（
の
前
身
形
態
）
の
登
場
は
、
す
な
わ
ち
天
皇
の
墳
墓
の
終
焉
で
も
あ
る
。
天
皇
の
墳
墓
は
、
大
王
の
〈
古
墳
〉
に
淵
源
を

持
つ
。
令
制
下
、
天
皇
の
墳
墓
は
山
陵
と
し
て
続
い
て
ゆ
く
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
、
天
皇
陵
は
墳
墓
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
律
令
国
家
の
成
立
と
転
回
に
、
　
定
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
山
陵
は
天
皇
の
墳
墓
で
あ
り
、
山
陵
を
管
理
す
る
た
め
に
朝
廷
に
は
諸
陵
寮
と
い
う
専
門
の
官
司
が
置
か
れ
、
ま
た
在
地
で
は
こ
れ
を
守
護

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

す
る
た
め
の
陵
戸
が
充
て
ら
れ
た
。
天
皇
を
慰
主
と
仰
ぐ
律
令
国
家
は
、
公
民
制
と
官
僚
制
の
二
つ
の
柱
に
支
え
ら
れ
て
い
た
が
、
天
皇
の
墳

墓
で
あ
る
山
陵
も
、
こ
れ
に
対
応
す
る
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
、
と
理
解
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
陵
戸
に
よ
る
管
理
は
律
令
公
民
制

と
の
、
諸
陵
寮
に
よ
る
管
理
は
律
令
官
僚
制
と
の
関
係
で
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
律
令
国
家
の
支
配
構
造
の
縮
図
と
で
も

い
う
べ
き
山
陵
制
度
の
変
化
の
背
景
に
、
律
令
国
家
の
変
容
を
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
本
稿
が
捉
え
た
律
令
山
陵
制
度
、
特

に
陵
戸
制
の
終
焉
は
、
律
令
体
制
（
特
に
律
令
公
民
制
）
の
終
焉
を
象
徴
す
る
出
来
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
陵
戸
は
山
陵
を
守
衛
す
る
と
い
う
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
奉
仕
に
よ
っ
て
、
そ
の
課
役
を
免
除
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
陵
戸
に
と
っ
て
山
陵
管
理
と
は
他
で
も
な
く
「
税
」
な
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

し
て
み
れ
ば
、
徴
税
制
度
の
転
回
す
る
一
〇
世
紀
末
か
ら
＝
世
紀
初
頭
に
か
け
て
陵
戸
に
よ
る
山
陵
制
度
が
転
換
す
る
の
は
自
然
な
現
象
で
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〈円成寺陵〉の歴史的位置（黒羽）

あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
一
条
か
ら
堀
河
ま
で
の
過
渡
的
な
段
階
の
陵
は
、
陵
戸
で
は
な
く
寺
院
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
あ
り
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

は
く
寺
陵
〉
に
近
し
い
。
山
陵
制
度
か
ら
摂
関
期
を
捉
え
る
な
ら
ば
、
律
令
国
家
よ
り
も
、
中
世
へ
の
連
続
面
を
評
価
す
べ
き
時
期
に
あ
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

　
と
は
い
え
、
こ
の
こ
と
は
国
制
シ
ス
テ
ム
全
体
を
見
通
し
て
議
論
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
山
陵
制
度
に
だ
け
着
目
し
て
云
々
す
る
の
は
、

不
十
分
の
感
も
否
め
な
い
。
御
願
寺
の
問
題
な
ど
、
論
じ
尽
く
せ
な
か
っ
た
点
、
残
さ
れ
た
課
題
は
、
す
べ
て
他
日
を
期
す
こ
と
と
し
た
い
。

①
欄
令
義
解
b
喪
葬
令
先
皇
陵
条

②
㎎
令
集
解
㎞
喪
葬
令
先
皇
陵
条

③
山
陵
は
孝
明
天
皇
の
後
月
輪
東
山
陵
で
復
活
す
る
。
藤
田
覚
は
孝
明
天
皇
を

　
「
葬
法
や
陵
と
い
う
点
で
、
も
は
や
近
代
の
天
皇
で
あ
っ
た
」
と
評
価
す
る

　
（
『
江
戸
時
代
の
天
皇
㎞
（
講
談
社
、
二
〇
一
一
年
）
）
。

④
　
吉
川
真
司
「
律
令
体
制
の
形
成
」
（
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会
編
『
日

　
本
史
講
座
一
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）

⑤
『
賦
役
A
轟
舎
人
史
生
条
、
瀧
川
政
次
郎
「
陵
戸
考
」
（
咽
律
令
諸
制
及
び
令
外

　
官
の
研
究
㎞
角
川
書
店
、
一
九
六
七
年
、
初
出
一
九
三
二
年
）

⑥
佐
藤
泰
弘
「
平
安
時
代
に
お
け
る
国
家
・
社
会
編
成
の
転
回
」
（
佐
藤
前
掲
は

　
じ
め
に
註
①
著
書
所
収
、
初
出
一
九
九
五
年
）
、
同
「
徴
税
鯛
度
の
再
編
」
（
同
上

　
書
所
収
、
初
出
一
九
九
〇
年
）

⑦
大
津
透
「
律
令
国
家
の
展
開
過
程
」
（
槻
律
令
国
家
支
配
構
造
の
研
究
睡
岩
波
書

　
店
、
一
九
九
三
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）
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The　Historical　Significance　of　the　Enj6ji－ry6：

　　　　　　A　Turning　Point　in　the　Sanryo一

　　　　　　　　　　（lmperial－Tomb）　System

　　　　　　　　　　　of　the　Ritsuryo一　State

by

KUROHA　Ryota

　　Through　an　analysis　of　the　3〃zησ山陵sysもem　of　imperial　tombs，　this

areicle　attempts　to　comprehend　a　chaRge　that　took　place　in　the　ritsuryo－

kohka　（national　state　based　on　legal　codes）　during　the　Heian　period．

　　In　regard　to　the　san7　yO　system　of　the　Heian　period，　there　are　hardly　any

specific　references，　particularly　later　than　the　Engi－shiki　when　reliable

historical　sources　become　rare．　The　little　research　that　has　been　conducted

has　been　oR　the　sanryo一　as　sites　of　cremation　or　on　their　neglect　as　locations

for　imperial　remains，　thus　the　issues　were　not　uncommon．

　　However，　as　this　article　rnakes　clear，　the　location　of　the　remains　was

importaRt　during　the　Heian　period　and　possessed　a　particular　political　sigRif－

icance．　Moreover，　as　£he　sanryo一　were　imperial　tombs，　the　remains　were

precisely　the　essence　of　the　sanrJ，O．　ln　other　words，　iR　order　to　analyze　the

san2　yO　of　the　Heian　period，　sufficient　attention　must　be　turned　to　where　the

remaiRs　of　emperors　were　located

　　If　one　focuses　carefully　oR　this　point　when　examining　the　issue　of　imperial

tombs，　aR　important　chaRge　becoines　evident．　That　was　the　phenomenon　of　a

shift　in　the　locatioR　from　the　sanryo一　to　within　a　temple　hall，　i．e．　inside　a

building．　lf　the　locatioR　of　imperial　remaiRs　are　understood　to　coRstitute

imperial　tombs，　the　fact　that　the　sanryo”　were　coming　to　an　end　means　that

new　“狽?ｍｐｌｅ－tombs”　were　being　established．　ln　this　article，　1　have　attempted

to　encompass　the　meaning　of　the　new　style　of　imperial　tomb　with　the　term

temple．tomb（ノ勿σ寺陵）．　The　3伽ησwas　a　tomb　where　imperial　remains

were　buried，　it　was　ca｝led　by　the　name　of　the　locatioR，　and　the　rnanagement

of　tombs　was　conducted　by　the門yσ々。陵戸（tomb　guardlans）established　by

the　ritsuryo一　state．　ln　contrast，　the　specia｝　characteristics　of　the　tempie－tomb

were　that　the　imperial　remains　were　placed　within　a　temple，　that　it　was
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called　by　the　temple’s　name，　and，　as　a　matter　of　course，　that　it　was　managed

by　the　temple．

　　The　earliest　case　of　an　imperial　tomb　that　perfectly　fits　these　characteris－

tics　is　the　J6bodai－in－ry6　of　Emperor　Shirakawa．　Nevertheless，　the　focus　of

this　article　is　the　imperia｝　tombs　that　were　called　by　temple　names　and　that

can　be　confirmed　as　having　existed　prior　to　Emperor　Shiralcawa　（J6bodai－in－

ry6）．　These　are　the　imperial　tombs　from　the　Enj6ji－ry6　of　Emperor　lchij6　to

the　Nochi－no－Enky6ji－ry6　of　Emperor　Horikawa．　These　imperial　tombs　were

li｝〈e　the　temple－tombs　in　that　the　remains　were　placed　in　temple　buildings，

but　they　were　somewhat　different　iR　that　the　remains　were　removed　after　a

period　of　time　and　reinterred　in　a　burial　ground．　However，　it　is　clear　that

these　imperial　tombs，　like　the　temple　tombs，　were　managed　by　the　temples，

and　they　can　be　situated　in　history　as　from　the　pre－temple－tomb　stage．　ln

other　words，　the　turning　point　in　the　establishing　temple　tombs　as　the　new

style　of　imperial　tomb　was　the　Enjoli’一ry6　of　Emperor　lchijo一．

　　What　then　is　the　most　noteworthy　difference　between　the　tombs　after　the

Enj6ji－ry6　and　the　sanryo一　that　preceded　them？　The　difference　is　surely　how

they　were　managed．　This　difference　is　most　directly　represented　by　the

ceremonies　performed　at　the　site　of　the　imperial　tomb．　The　sanryo一　were

managed　by　the　ryo－lco，　and　the　ryo－ko　prepared　the　rituals　at　the　sanryo一．　ln

contrast，　in　the　case　of　temple　tombs　and　pre－temple　tombs，　Buddhist　monks

fulfilled　that　role．　ln　short，　the　management　of　the　imperial　tombs　shifted

from　the　ryo－ko　to　the　temples，　and　the　turniRg　point　was　the　Enjo－ji－ry6　of

Emperor　lchij6．

　　This　change　in　the　sanryo’”　system　marked　by　the　groundbreaking　estab－

1ishment　of　the　En海i－ry6　is　definitely　not　insignlficant．　The　3伽ηδwere

imperial　tombs　and　were　managed　by　the　local　ryo’“ko　communities　and

Mausolea　Office　of　the　central　bureaucracy．　This　was　a　microcosm　of　the

composition　of　ritsuryo一　state　composed　of　the　public　and　private　and

bureaucratic　systems　over　which　the　ernperor　was　sovereign．　This　being　the

case，　the　approach　of　the　end　of　the　sanryo一　system　surely　signaled　the

ritsuryo一　state　would　meet　the　same　fate．

　　It　can　be　understood　from　the　Enj6ji－ry6　of　Emperor　lchij6，　which　was

established　at　the　beginning　of　the　11th　century，　that　a　turning　point　was

reached　in　the　shift　from　the　ancieRt　ritsuryo一　state　to　the　medieval　period．
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